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はじめに

　北京大学歴史学系との共同学術討論会も３回目を迎えることとなり，会場を北京大学から日

本の京都に移すことになった。日本での最初の開催となった今回の討論会は，最初から予期せ

ぬトラブルに見舞われ，当初計画された予定を大幅に変えなければならなかった。当初の予定

では，2004年８月27日の夕方，北京大学の一行が関西空港に到着することになっており，翌

28日には京大会館にて討論会を開催することとなっていたのだが，飛行機の故障によって到

着が24時間遅れることになってしまったのである。

　28日の会場をキャンセルした上で，急遽河合塾京都校に会場を移して29日に開催すること

にしたのだが，この突然の変更を討論会参加者全員には連絡することができないため，28日

には，京大会館にて来場された方々にお詫びと日程変更のお知らせを配布しなければならな

かった。

　討論会自体は一日遅れただけではなく，ほぼ半日に短縮されたため，かなりの強行日程とな

り，８月29日の13時から18時30分にいたる５時間半にわたる長時間を駆け足で進むというこ

とになったのだが，北京大学の先生方の協力によって，何とか無事に日程をこなすことができ

た。参加者全員に心から「お疲れさんでした」と言わなければならない。

　この2004年８月末という時期は，実のところ日中関係にとっては微妙な時であった。前年

の2003年10月29日，中国の西安市の西北大学で開催された演芸会での日本人留学生のパ

フォーマンスが「中国人を馬鹿にしている」という反発を招き，反日暴動とデモ騒ぎが起きて

いた。所謂「西安寸劇事件」と呼ばれるものだが，民衆レベルでの反日感情が露出しつつある

時期であった。さらに2004年８月にはサッカー・アジア杯の決勝戦，日本×中国戦が北京で

行われたのだが，ここでも暴動に近い反日行動が自然発生的に起こっていた。また，日中の政

府間においても小泉首相の靖国神社公式参拝をめぐって「歴史認識」の問題が浮上していた。

　政府間の政治的な駆け引きや外交問題は別として，中国において民衆レベルでの反日感情が

露出するという事態は，私たちとしても無視できない問題である。単なる偶発的な事件である

ならばよいが，様々に報道された事実を綜合すれば，中国民衆の中には大きなマグマのような

「反日」感情が潜伏していて，何かきっかけがあればいつでも噴出する状態にあるという状況

が確認できるようでもあった。こうした状況をどう分析するかは大きな問題ではあろうが，そ

れよりも何よりも，この事態が私たちの今回の「文化交流」に何らかの影を落とすのではない

かと危惧されたのである。

　しかし，私たちのこうした憂慮も杞憂にすぎなかったようである。今回来日された北京大学

の先生方の中には熱狂的な「サッカーファン」もいたようであるが，彼等もまた私たちと同様

に今日の事態を憂慮されていた。しかし，この問題についてより深いレベルで話し合う時間的
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な余裕は残念ながらなかった。

　今回の討論会は，北京側の到着がまる一日遅れるというトラブルから始まったが，最後まで

トラブルにつきまとわれたようである。30日には北京大学の方々は関西空港から帰途につく

ことになっていたのだが，折悪しく台風が接近中で，飛行機が飛び立てるかどうか微妙であっ

た。何とか飛行機は無事飛び立つことができたのだが，見送りに行った文教研の人々が今度は

電車不通のため関空に足止めをくらい，ようやくバスで脱出できたという災難に見舞われるこ

とになった。

　「禍転じて福となる」という格言があるが，今回の事態には必ずしも適用できなかったよう

である。日本へ中国の先生を招く形での討論会開催の第１回目であることもあって，天災によ

るトラブルに加えて，行き届かない点も多々あったと思われ，運営の難しさを痛感することに

なった。その点で「二度あることは三度ある」という格言の妥当性を確認させられた。しか

し，この状況の中でも北京大学から来日された牛大勇主任はじめ北京大学諸先生のご協力によ

り内容的に充実した研究会を実施できたように思われる。以下，当日の研究発表の詳細を記し

ておく。
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第３回共同学術討論会　実施プログラム

◎ 研究発表及び討論　（総合司会：河合文化教育研究所研究員　金　貞 義）
Ⅰ　（司会：河合文化教育研究所研究員・鹿児島大学名誉教授　大谷 敏夫）

○郷里・官場・士林 ──漢晋士族の発展についての若干の断想── 
　　北京大学教授 閻　 歩　克 
　　　・コメンテーター：河合文化教育研究所主任研究員・京都大学名誉教授 谷 川 道 雄

○六朝貴族における人格と身体 
　　谷 川 道 雄 
　　　・コメンテーター：閻　 歩　克

○愛のための戦い ──漢と匈奴との戦争と良賎身分制── 
　　北京大学助教授 蒋　 非　非 
　　　・コメンテーター：河合文化教育研究所研究員 山 田 伸 吾

Ⅱ　（司会：北京大学助教授・歴史学系副主任　高　　岱）

○東北アジア諸民族の民族的系譜について ──粛慎から渤海へ── 
　　河合文化教育研究所研究員 河 上 　 洋 
　　　・コメンテーター：北京大学助教授 劉 　浦　江

○『遼史』国語解から『欽定遼史語解』まで ──契丹言語資料の源流── 
　　劉　 浦　江 
　　　・コメンテーター：河 上 　 洋

○江戸時代の通俗道徳をとらえ直す ──石門心学を通して── 
　　河合文化教育研究所研究員 八 箇 亮 仁 
　　　・コメンテーター：蒋　 非　非

Ⅲ　（司会：河合文化教育研究所研究員　金　瑛 二）

○第一次世界大戦の〈世界性〉の問題について 
　　高　　　岱 
　　　・コメンテーター：河合文化教育研究所研究員 小 林 賢 治

○近代日中学術思想を比較して ──経世学と法学・政治・経済学── 
　　大 谷 敏 夫 
　　　・コメンテーター：高　　岱

◎ 総括討論　（司会　金　瑛 二）
谷 川 道 雄・牛　 大　勇（北京大学教授・歴史学系主任）

◎ 特別講演
○1989‒1992年ブッシュ（シニア）大統領任期中の中米関係に対する中国知識人の反応 
　　──中華アメリカ学会を中心視点として── 
　　牛　 大　勇
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郷里・官場・士林
──漢晋士族の発展についての若干の断想──

閻　　 歩 　克
（谷川道雄 訳）

　西周春秋時代は貴族政治の時代であり，この時期，古い歴史を持つ家は，「世卿世禄」の栄

光を維持していた。戦国秦漢の際に，中国の古代社会にははげしい変革が起り，専制官僚政治

が衰微した貴族政治にとって代わって，「布衣将相之局」が出現した。先秦時代の「世家」は，

政治上殆ど何の影響力も持たなくなった。「世家」の伝統は断絶してしまい，軍功による新貴

族が政界の高位を占め，文法の吏（法律官僚）が政務を担当した。

　しかし官僚階級のあり方はたえず変化した。儒家官僚が発展し，さらに後漢になると，士族

勢力がその輪廓を露わにして，水面上に浮上してきた。なぜ官僚階級の士族化が起ったのであ

ろうか。こうした勢力は，いかにして後漢時代に芽生え，いかにして魏晋時代に発展したので

あろうか。こうした政治勢力の性質とその行き着く先は，どのようなものになるであろうか。

ここでは，「郷里」・「官場」・「士林」の三点から着手して，後漢の豪右・官族・学門の三つの

類型の家族について述べ，中古時代の士族門閥の起源と発展を観察したい。また，「由儒入玄」

（儒学から玄学へ）現象と選官（官吏任用）の中央化現象の分析を通じて，魏晋江南士族門閥

の特性を明らかにしたい。あわせて，魏晋南北朝時代の江南に存在した官僚政治話語（言語）

を通じて，この時代依然として続いていた官僚制度の進歩を通じて，「変態」から「回帰」へ

の可能性を示したい。

　なお，行論の明快と集中を期するために，関係の論著と資料の煩瑣な引用を省略し，専ら叙

述の形式をとることにする。

Ⅰ　豪右と官族

　中国の学界には，次のような見方があり，一時期ひろく受け容れられていた。「門閥制度は

両漢以来の地方の大姓勢力に源がある。こうした地方勢力は，宗族郷里を基礎として発生・成

長してきたものであり，したがって古い農村構造を根源としてもっている」と。たしかに，時

代が早ければ早い程，社会は分化に乏しく，原生的性質を具えていて，濃厚な宗法性・家族

性・依附性・私人性・封建制等々を表わす。これらは正しく「世家」の社会的土壌と観念上の

雰囲気を育成してきたものである。古い農村の宗族郷里の構造を，我々は「郷里」とよんでい

る。その一方で，漢代はもはや原生的社会ではなくなっている。戦国時代における文明の進化
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は，社会の中に，複雑に発達した帝国官僚組織と雄大重厚な文化をもつ士人群とを析出した。

それらは新らしい活動空間を切り拓いた。我々はそれをそれぞれ「官場」・「士林」とよぶが，

両者はいずれも伝統中国の特徴を最もよく具えた現象である。

　先秦の「世家」の伝統は，戦国秦漢の間に，はっきりと断絶した。前漢社会は一時かなり

「平民化」した。天下を取った功臣たちは多く「亡命無頼」の徒であり，高官の多くは卑賤の

出身であった。丞相の公孫弘は若い時に豚飼いであったし，皇后さえもみな歌妓の出であっ

た。当時の社会が余り家柄を気にしなかったことが分る。しかしながら，歴史早期の適当な土

壌と雰囲気によって，「世家」の現象が新らしい条件の下で，もう一度ゆっくりと累積し始め

た。こうした累積は「郷里」でも発生することが可能であったし，また「官場」と「士林」で

も発生可能であった。郷里では豪右を生み出し，官場では官族を生み出し，士林では学門を生

み出した。この三者は全部または一部重なり合うが，分析上これを区別して取り上げる。より

一層はっきりと士族現象をとらえ，中古門閥の起源を理解するためである。

　まず郷里の豪右について見よう。経済の進歩により，後漢の大土地所有は空前の発展をとげ

た。多くの豪右は自給自足の大荘園を所有し，百，千の宗族・賽客・部曲・徒附を結集した。

豪右の経済は一面で生産力の発展に適応していた。豪右と依附農民の間には，一種の「共同

体」関係が結ばれ，決して単なる搾取圧迫の関係ではなかった。けれども，史書は往々にして

政府の立場を代表し，豪右を排斥する記述を残している。それは彼らが土地を兼併し，郷曲に

武断し，罪悪を犯し，人口を隠匿するなどの行為を行なって，地方行政と編戸体制を破壊し，

小農民を破産流亡に導き，帝国の賦役の源泉を侵蝕したからである。そこで王朝はつねに豪右

に打撃を与えたのである。

　豪右もまた，つねに政権の中に参加してきた。動乱の時期に挙兵して政治の角逐に参加する

のが，そのコースの一つである。秦漢の交に挙兵した者には確実に宗族を背景としたという例

は見られないが，両漢の間には，非常に多くの豪右著姓が天下逐鹿の戦いに身を投じて，「族

を挙げて命に帰し」「宗を挙げて国の為にし」た。もし投機に成功すれば，たちまち開国の功

臣となり，さらには後漢王朝の赫々たる顕貴の家となった。また平和の時代には，豪右の子弟

は正常な任官コースによって入仕した。漢代の地方長官は自ら掾属を辟召した。多くの学者

は，豪右は強盛な宗族・郷党勢力を擁していたから，「大姓の子弟は任用の優先権を享受して

いた」と考えている。

　郷里の雄たる豪右大姓には二種類のタイプがある。一つは朝廷での名位を全く持たない純然

たる土豪であり，もう一つは国家の官位をもつ権勢家族である。前者は古い農村の中の単なる

宗族郷里勢力であるが，ただ大土地と依附農民の占有によっているだけで，直接合法的な権力

は獲得できていない。帝国の官僚の選抜は，大土地所有と依附農民の数量を以って資格とする

ものではなかった。厳密に言えば，このタイプの豪右は，「世家」とはみなされない。なぜな

ら「世家」に対する定義は，「世々禄秩有るの家」すなわち代々国家の禄位を占める者だから
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である。歴史の後期に至っても，郷紳豪右たちが郷里に雄を唱えることがある。もし中央集権

官僚体制が十分強大であれば，彼らは公権力に屈服するしかない。「大姓子弟が優先的に任官

権を享受する」のは，大抵，どこかの地域の慣例にすぎない。後人の称する「大姓の群県壟

断」，国家基層権力の侵害といった現象は，後漢後期の政論の中では，重要な問題にはなって

いない。人びとの官吏任用に対する批評は，主として権勢への請託，官の不公正な推挙に対し

て向けられたものであって，それはすべて官場における現象である。後者の官位をもつ豪右は

これと異なる。彼らは朝廷内に禄位を占め，その郷里における権勢は禄位によって強化された

ものである。とすれば，彼らの権勢は，「古い農村構造」から来ただけでなく，同時に官僚帝

国にも由来するのである。こうして我々は視線を郷里からもう一つの場所──「官場」に転じ

なければならない。

　専制官僚政治はもう一つの活動空間──官場を提供する。それは世家を生み出すもう一つの

場所であり，しかも郷里の条件（大土地所有や強大な宗族と多くの依附農民など）に依存せ

ず，独自に世家を形成し得る。この種の世家は「官族」とよぶことができる。

　それでは，国家の禄位を借りて権勢を得た世家には，いかなるタイプがあるだろうか。前漢

の呂氏・霍氏・王氏，後漢の竇氏・鄧氏・閻氏・梁氏のような諸家は，すべて一旦権力を専ら

にすると，子弟親党が朝廷に布列した。外戚の家の際立った権勢は，歴史の早期における，

「天下を家とす」の一種特殊な表現である。その他，開国の功臣も，連綿と持続する世家を形

成することができた。前漢ではこの情況はまだ顕著ではないが，後漢になると，特に際立って

来て，天子に従って建国した元勲たちには権勢を保持し続けた者が少くなく，甚しきに至って

は，「漢と興衰を共にしたと云う」。後漢の外戚と功臣の家の持続と繁栄は，明らかに前漢をし

のいで居り，これも「世家」の要因が再び新たに累積してきた内容の一つである。

　外戚・功臣のほか，官吏の中には官族が存在する。専門の技能を必要とするある種の官職

は，周代の史官や貞人のように，非常に早くから父子の世襲であった。張家山漢簡の『史律』

にも，「史，卜の子は年十七歳にして学ぶ」という条文がある。漢代は法律が繁多で，法学も

専門の学問であり，法官は往々にして「律家」から出た。例えば，潁川の郭氏，沛国の陳氏な

どは，すべて「世々刑法を典った」。一般の法律の学でも，同じように一家相伝という情況が

あった。『史律』中の史学童は，考試を終ると，「県令史」や「尚書卒史」となって，吏員にな

ることができた。代々官吏となるのは，法律で認可を保証されたものであった。中央と地方の

官府の中には，すべてこうした「世吏」がいた。

　「世々州郡に仕える」家族の大多数は，「世吏」にすぎず，必ずしも多大の声望と郷里勢力を

もつものではなかった。劉備の祖先は「世々州郡に仕えた」が，しかし彼の幼い時には，母親

と一しょに履を売り席を織るのを業としていて，決して著姓ではなかった。孫堅の家は「世々

呉に仕えた」。しかし田余慶先生も，その「孤微より身を起し」，「孫氏は門寒にして，家世不

詳」，「強大な郷土勢力とは言うべくもなかった」ことを指摘している。



12─　　─

　胥吏はもと周代の卑賤な一階層であったが，戦国秦漢の間の「吏」は，新型官僚の代表と

なった。ただ，最初は，単なる職業の一種に過ぎなかった。秦代と漢の初期には，文法の吏を

用いて天下を治めた。文法の吏の更新率と流動性は，最初は比較的大きかった。官僚が歴史の

舞台で次第に足が地に着いてくるにつれ，「吏」のすがたに変化が生れた。彼らは日ましに特

権階級になり始めた。こうして代々官に在ることで，家族の勢望を形成することができるよう

になった。いくらかの家族は二，三代で没落してしまったが，それでも一部の家族は比較的長

く存続した。いくらかの家族は代々官に在ってもまだ門望を打ち樹てることができなかった

が，それでもいくらかの家族は，これによって社会の尊敬をかち得た。李章の「五世二千石」

や羊続の「其の先七世二千石卿校」などは，社会に向って誇るに足る事であった。漢碑の中に

見える，「変世載徳」「銀艾不絶」「牧守相亜」「将相不輟」などの賛辞は，漢代に門地の観念が

尚ばれたことを反映するものである。つまり官閥である。統計の明示する所によれば，後漢の

三公の家が連綿と続く情況は，前漢を凌駕している。一旦中断した世家の要因は，官場で新た

に累積し，後漢に至って顕在化したのである。

　「郷里」以外の場所である「官場」も，同様に世家形成の起点であり，しかも「郷里」から

独立して官族を生み出すことができた。張湯の父親は長安丞に過ぎず，張湯本人は文法を以て

吏となったが，この家族は完全に朝廷を通じて興ったものである。後漢の名族弘農の楊氏や汝

南の袁氏もこれと同類である。楊氏は漢初に禄位があったが，前漢末には没落していた。楊震

は年五十にして始めて州郡に仕え，漢の安帝の時茂材に挙げられ，百余年禄位のなかった楊氏

は，これによって立身出世の道を歩み始めた。汝南の袁良は前漢末，二百石の太子舎人に過ぎ

なかったが，その孫の袁安は県の功曹より起家し，のち三公に至って，漸く名門となった。袁

家は本郡の豪望でもあるが，しかしその権勢の大部分は，朝廷の権勢から生じたものである。

官位を通じて逆に郷里の権勢を確立する，こうした現象は伝統中国では遠い源流がある。また

中常侍樊安もその好い例である。彼は南陽湖陽の豪姓の出身で，光武帝の母の実家である。そ

の家はかつて「寵により五国に封ぜられ」，しばしば要職にあった。しかし樊家は途中で一度

衰え，地方官からさえ馬鹿にされていた。頽勢を挽回するために，樊安はあえて身を屈して宦

官となった。これは果して功を奏し，「是を以て兄弟竝びに盛んにして，二郡に双び据り，宗

親頼りて栄え」た。朝廷での勢位が門望の維持に対していかに重要であったかが，このことか

ら明らかである。

　「官場」は世家を育てるもう一つの揺籃を構成した。複雑に発達した専制官僚組織は，この

社会中に匹敵するもののない「巨無覇」（巨大パワー）であり，それはより高い政治的競争の

空間──「官場」を提供する。その中における規則，役割，組織，資源，価値観念や人間関係

などは，「郷里」のような場所と大いに異なる。官場中の人は，より大きな権勢声望を獲得す

ることができ，より多くの政治資源を利用し，より広い人間関係のネットを張り，それによっ

てより精緻な方式で利益を追求することができる。郷里の豪右は「官場」と連係を作り上げて
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始めて，より大きな影響力の獲得を望み得るのである。

Ⅱ　士林と学門

　その他にもまだ，「郷里」とは別の場所がある。即ち「士林」である。これは学者や文人に

よって構成される活動空間である。先秦時代の士人は政治に積極的に身を投じ，それはこの階

級がその後の中国政治史に必ず長く影響するであろうことをはっきりと示している。だが中古

の士族に対する認識が士階級の変遷を離れてなされるとしたら，これは必ずや一面的で断片的

なものに終るだろう。

　秦の始皇帝の士人に対する迫害は，打撃甚大であった。漢初の儒生は，主として東方のわず

かばかりの学者たちに過ぎなかった。しかし，後漢後期になると，儒生の士人は人数も多く，

影響力も大きな社会集団となった。前漢の文化の中心は関東にあったが，首都は関西にあっ

て，「関西は将を出だし，関東は相を出だす」という構図を維持していた。後漢は都を洛陽に

定めて，政治の中心と文化の中心は，分離から一致へ変った。これはきわめて暗示に富んでい

る。前漢の創業者に「亡命無頼が多」かったのと全く異なり，後漢の創業者は，「皆，儒者の

気象有り」，多くは太学生であり，劉秀本人もそうであった。後漢の太学生は2, 3万人に達し

た。洛陽の人口は30数万に過ぎないから，居民10人あたり１名の太学生ということになる。

後漢の人口は5600余万だから，太学生は0.53％を占める。これに郡国学と私学の教師・学生

が加わるから，文化人口の比率は，古代世界でおそらく第一位であっただろう。秦・漢初から

すれば，社会の集団構成にははっきりと重大な変化を生じた。士林の活動はつねに「郷里」を

越えて，県にまたがり，郡にまたがり，甚しきに至っては全国的となった。そのため史家は士

人の活動を叙述するとき，いつも，「天下の士大夫」がかくかくしかじか「海内」の士人がか

くかくしかじかといった書き方を用いるのである。これは先秦以来，未だ曾つてなかったこと

である。

　士林の政治的影響は，少なくとも二つの方面に現われた。まずその人物の評価が，政府の官

吏登用に関わってくる。士林からよい評価を得ると名士とみなされ，公府や州郡から辟召・察

挙の要請があいついで来る。当時の人はこのことを，「爵を序するには無証の論に聴き，禄を

班つには方国の謡を采る」「位は私門に成り，名は横巷に定まる」などと称した。士林の交遊

で名を挙げると，往往にして王朝の官爵よりもずっと社会的地位が高くなる可能性がある。そ

の結果，数多くの士人がかえって三察不起，九辟不就（三たび察せらるるも起たず，九たび辟

せらるるも就かず）の態度に出た。察挙・徴辟に応じないことが，人びとの見とれるような

「カッコよさ」を呈した。「名士」現象と「品題」現象によって，士林の人物の標準が社会的声

望の分配を左右し，さらに政府の吏員の標準に衝撃を加えた。さらに言えば，「学潮」という

ような近代性をゆたかに持つ現象が，意外なことに漢代に出現したのである。漢末の太学生や

士人は清議のあらしを捲き起こして，「党錮」の惨禍に遭うことになった。
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　このことは「士林」がすでに分化して自主的な活動空間になったことを明示する。その中に

は，文教組織，学術研討，師弟関係，名士交遊，文化評論があり，政治参加も含まれている。

先秦の士人は百家に分れていたが，後漢の士人は同質の集団であって，「群体自覚」の明確な

意識をもち，政治的権威の外に一種の文化的権威を構成していた。

　儒家は，「人は皆堯舜たる可し」という理念をもち，父祖の家柄と子孫の品徳との必然的関

連を否定していた。しかし同時に士林自体にまた世家が存在し，当時の言葉を借りれば，それ

は「学門」とよばれた。先秦諸子では家学はまだ目立っていない。漢代になると，学者は前漢

の経学を持ち出して「師伝」を重んじたが，後漢の経学は転じて「家伝」を重んじた。約

1500名の儒生に対する最近の統計によると，両漢の経学の「師伝」と「家伝」の比率には大

した変化がないという明確な結果が出ているが，しかし後漢の儒生の大量の増加からすれば，

「家伝」の絶対的数量は大巾に増加したわけである。

　後漢にはまた代々経を伝え，儒家道徳を遵守する若干の名士の家があった。こうした世家に

対して，士林の輿論は自分たちと異なるものとみなさなかっただけでなく，却て高く賞揚し

た。例えば，弘農の楊氏に対して孔融は，「四世清徳，海内の瞻る所」と称賛し，張超は，「我

が漢の楊氏，世の棟梁と作る」と称賛した。楊家一門は経術を後世に伝え，忠烈の風を成した

ので，一族は代々高位に就いたが，海内の士林ではやはり其の人を得た官位だとした。漢末に

は，荀氏「八龍」・賈氏「三虎」・許氏「二龍」・陳氏「三君」のように，非常に多くの名士の

家があった。彼らは士林の誉れを担い，公府・州郡から招聘が絶えなかった。

　「郷里」は一箇の古い農村の活動空間であり，ここで地主豪右が発生した。秦漢帝国の厖大

な上層建築にはまた「官場」が形成され，各種の官族が生れた。士階級の歴史的発展はまた

「士林」を造り出した。その中の名士と学門は文化資源と声望資源とを支配していた。「官場」

と「士林」は農村社会の中から分化してきたものであるが，それらの分化と発達の程度に対し

ては，それに応じた判断が必要である。もしそれらがまだ非常に未熟でなお萌芽状態に止まっ

ていれば，豪右の存在は社会上非常に重く，恐らく強大な土地貴族に発展するだろう。しか

し，「官場」が発達をとげていると，豪右は少なくとも官僚に転化し得て始めて，真の権勢を

獲得することができる。権勢禄位をもつ官族が郷里の権勢を確立するのは，ずっと容易であ

る。さらに，「士林」の強大な文化的影響もまた，この過程に参入する。士人の色彩を具えて

いない官族は，文化資源を利用し，文化声望をかち得る術がなく，往往にして職業的な「世

吏」たるに過ぎない。士人の風貌素質を具えた家族は，強大な文化権勢，進んでは政治権勢を

獲得することができる。このことは，「官場」と「士林」の存在により，新たに登場した世家

の要素が累積しつつ，官僚と士人の身分を兼ねた家族が最大の発展の潜在力をもっていること

を意味している。

　いわゆる「士族」とは，つまり士人官僚の家族である。後漢では代々経典を伝え，代々官位

にあった家族である。軍功貴族は士族ではなく，文法世家は士族ではなく，外戚家族も士族で
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はない。「士林」の場で，経術を習得して「士名」を得ると，出仕して官となることができ，

それによって官場に入る。官場で権勢をつかむと，反対に社会の富を分割し，家を郷里におけ

る豪右の地位にまで高めることができる。豪右の財産や土地所有は経済的基礎となって，また

子孫が引き続き教育を受け，士人の列に加わるのを保証する。このようにして，「士人──官

僚──豪右」という循環関係が出来上る。こうした社会循環は，歴史の後期にもよく見られる

ことだが，その区別はこうした循環の開放性の程度がより高く，閉鎖性の程度がより小さくて

──家族がたえず淘汰されてゆき，また新たな家族が循環に加わる点に在る。そして漢晋の間

には，この循環は日ましに「族」をめぐって展開した。つまり「学門──官族──豪右」の循

環として現出したが，その開放の程度はますます低くなり，閉鎖の程度がますます大きくなっ

て，最終的に，非常に安定し，長く権勢の衰えない中古門閥が形成されたのである。

　我々は士族に「豪右」の側面（大土地所有及び依附農民）があることを決して否定するもの

ではないが，とくに強調したいのは，郷里・官場・士林がすべて上述の循環の起点となり得る

ということである。官場と士林は，直接に郷里に依存しない情況の下でも，士族を生育するこ

とができる。これからすると，「古い農村構造」だけを中古門閥の唯一の来源とみなす考え方

は，明らかにその一面性を表わすものである。

　専制的官僚組織と士大夫階級は，後世にも存在しているが，どうしてこの時期に士族門閥が

生れ，唐宋明清にはそうではなかったのだろうか？秦漢はまだ歴史の前期に当り，経済文化の

発展の水準にも限界があり，宗法性・依附性・封建性・私人性のような原生的社会関係の要素

がより濃厚な状態で政治組織の中にまだ大量に残留または浸透していた。これらの要素を抑制

し得る装置は，まだそんなに完全ではなかった。だから九卿でさえも，皇帝の私臣の色彩を脱

し切ることができなかった。御史台・尚書省といった重要な機構は，後漢になっても依然とし

て「文は少府に属す」とあり，少府は本来皇室の管理人であった。御史も尚書も家臣の色彩が

濃厚であったことが分る。外戚の家の巨大な権勢は，その他の時代を超えている。特にこの時

代の任官制度はまだ非常に簡単で粗雑なものであった。察挙と辟召の二つのコースの中，察挙

制度は最初は主として推薦によっていて，長官の個人的意志が極めて重かった。これは科挙試

験と非常に大きな距離がある。試験はさまざまの違法な要素に対してすぐれた抑制の効果があ

る。各級の長官が掾属を辟召するに至っては，その随意性は察挙制より更に大きく，士族の子

弟が官位を持続してゆくのに，更に大きな空間を留保した。この時代においては，人びとは依

然として家族・宗族を一つの盛衰が全体の盛衰につながる単位とみなしており，「族を以て徳

を挙げ」ることに対してもまた，より大きな受容度があった。賢官名臣の家族として称賛を受

けると，人びとはこれらの家族が引き続いて才徳兼備の子弟を供給することを期待し，入仕を

優待した。またよく知られている「故吏」「門生」「同歳」などの現象も早期官僚制の特徴を

はっきりと示している。それらの成長と普及もまた，官僚の更新度と流動性が低下してゆく環

境の空気を理解する助けとなる。
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Ⅲ　「儒から玄へ」と官吏任用の中央化

　「学門──官族──豪右」の循環は，漢末にはまだかなり開放的であった。魏晋時代になる

と変ってくる。国家の分裂，政治の動乱は，士族に新しいチャンスを与えた。戦乱がすさまじ

く文化・教育を破壊し，各郡県にあまねく及んだ士人と学校はもはや存在しなくなった。この

とき文化を保持してきた少数の家族とその子弟は，いやおうなしに官僚の主要な来源となっ

た。文教の破壊は，文化の家族化をみちびき，それは官僚の家族化を促した。

　さらに，帝権の衰退，政権の不安定化，政局の測り知れない悪化から皇帝は極力，頼れそう

な親信の家から人材を登用せざるを得なかった。このようにして統治集団は明らかに「閉鎖

化」した。魏と呉の士族の現象については比較的多く論ぜられているが，一隅に偏った蜀でも

同様であった。諸葛亮は選賢任能と称せられたが，功臣の子弟たちが引き続いて政治を握る趨

勢は，蜀でもはっきりと見られる。『蜀書』の伝主について大まかな統計を取ると，80余名の

官僚中，その半数以上は，その子弟が引き続き官となったことが史書に明らかで，ある者は三

代にわたっている。蜀漢の立国は４～50年に過ぎないけれども，官族はあい変らず繁栄して

いた。「選賢任能」の希薄化，選官の閉鎖化は，小型の政権が政治動乱に対してとる一種の本

能的反応である。

　「禅譲」形式による王朝交代もまた，世家の発展の条件となった。中国古代において，王朝

の更迭は帝国体制が新たに炉を作って腐敗を一掃する一種のメカニズムでもある。西晋の劉頌

の言葉を借りれば，それは「天地の位始めて定まり，四海心を洗い綱を整えるの会」である。

ただ劉頌はまた次のようにも言っている。魏晋の間に「禅譲」形式を採用したため，晋朝は

「先代功臣の胤」に頼るだけで，「其の子孫に非ざれば，則ち其の曽玄」，西晋の顕貴なる者は

依然として曹魏の高官たちかあるいはその子弟である。とすれば，前朝に累積された腐敗，老

化や世家化の要因は，そっくりそのまま新王朝に入りこみ，王朝は彼らに対して寛大に受け入

れてその忠誠心を買うだけであった。そのため西晋の腐敗は異常に速く，士族門閥の権勢世襲

化のための地ならしともなったのである。

　魏晋門閥の最初の形成は曹魏の正始年間である。この時期に，貴公子の一群が現われた。彼

らは光輝ある家門の出で，若くして高位に登ったが，当時の矚目する名士，思想界の前衛，魏

晋玄学の先駆でもあった。何晏・夏侯玄・王弼等々のような所謂「正始の名士」がこれであ

る。彼らは魏晋江南士族の最初の代表人物の一群で，すでにその基本的特徴を具えている。そ

の後，魏末の阮籍，嵆康ら「竹林名士」あり，西晋には清談の大家王衍ら「中朝名士」があ

り，東晋初にはまた謝鯤・桓彝らの「八達」があった。同類の人物が続々と現われ，司馬氏の

政権になっても，止むことがなかった。彼らの思想はすべて道家玄学に属し，清談に長じ，詩

文や行為は放達不羈であった。田余慶先生は指摘している，東晋の主な門閥は大抵みな「儒よ

り玄へ入る」過程を経ており，その家は何れかの時期に誰かを代表として，大きく儒から玄に

入ったことが史書に散見すると。士族という政治勢力の興起は，こうした学術流派の発展と，
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こうした密接な関係をもっている。これは中国政治特有の現象であり，また常に見られる現象

である。儒学と違って，玄学は貴族のサロン風の学問であり，それは権貴の子弟の間で流行し

た。魏晋士族は主として官場と士林の中で成長したものであり，しかもすでに閉鎖化し，貴族

化した官場と士林の中で成長したものである。

　魏晋の士族門閥が大きな任官の特権をかち得ていたことは言うまでもないが，しかし非常に

興味深いのは，こうした特権がまた，任官権力の中央化を伴なっていたことである。

　漢代の長官は，掾属を辟召し，属吏を察挙するという大きな権力をもっていた。魏晋以降，

これは改められた。尚書省の吏部が銓叙の中心となった。まさに傅嘏が言っているように，

「方今九州之民，爰に京城に及ぶまで，未だ六卿の挙有らず，其の選才の職は，専ら吏部に任

ず」である。夏侯玄もまた言っている。「銓衡，台閣に専らにするは，上の分也」と。ある統

計では，両晋南朝で科目を経ず，官職の経歴を求めずに，吏部が直接に任命した事例を，その

他の仕途と対比すると，直接任命によって入仕したものが約半数を占め，察挙考試と学校考試

による入仕が1／4を占め，州郡県佐吏の積功昇進が14％を占め，公府掾属の入仕が1.2％を占

める。別の統計では，両晋の高級士族の子弟が直接に吏部の銓選によって入仕する者は50％

を占める。その実，察挙・学校および公府掾属からの入仕者も，同様に吏部の管掌に帰してい

る。当然，統計は，軍府の僚佐と州郡の上佐の任用の上で，この時代の長官個人が依然として

かなり大きな権力をもっていることを認めている。しかし軍府の僚佐は，「板授」者を除いて，

少なからぬ者が中央任命である。州郡佐官の選任については，皇帝と朝廷の干預がますます多

くなり，刺史の上佐である別駕・治中はつねに中央より除授された。例えば，梁の武帝が特別

に勅を発して，朱异を楊州の議曹従事史に任命した如きである。

　九品中正制について言っても，これも選官の中央化を促がした。魏晋は中正を置いて品評を

実施したが，本来漢末の品題に「なぞらえる」意味を含んでいる。けれども魏晋の中正は中央

官の兼任によるものであり，これは各地の士林の品題の「中央化」である。しかも長官たちが

自ら辟召する掾属は，彼らがもし引き続き昇進したいとおもうならば，やはり中正の品評を受

けなければならない。これは事実上長官の辟召の比重を小さくした。九品中正制は，「大族の

地方における威権を増し」，したがって「門閥制度はつまり家族を基礎とする地方的組織であ

る」という人があるが，我々の見方は相当に異なる。西晋の劉毅の『九品を廃せんことを請う

の疏』ですでに指摘している。中正の品題決定は，実際は「誉れを台府に采り，毀りを流言よ

り納れ」る，つまり中央の大小の官僚の毀誉が中正の品評を左右し，さらに中正は「衰ふれば

下に削り，興れば上に扶け，一人の身，旬日にして状を異にす」，権貴も一旦勢力を失えば，

その子弟は品を落とされると。これらは明らかに官場の現象である。胡宝国は，中正制度につ

いての研究で次のように明言している。「上品寒門無く，下品勢族無し」の「勢族」とは在朝

の権勢のことで，州郡の「世族」のことではない，地方の郡姓を「勢族と比べれば，彼らは寒

門の地位に在り，「高門世族は相当な程度に，下級士族の上昇の路を断ち切っていた」と。
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　九品中正制はまた，「司徒吏」の制度を通じて，選官の中央化を促進した。私は「司徒吏」

について一つの研究がある。司徒府の左長史は中正の品評を管掌している。中正の品第を得る

と，司徒府の名冊に登録され，「司徒吏」とよばれる。西晋時代の「司徒吏」は約二万余，半

数は京師に居り，半数は州郡に居る。しかし，たとえ州郡で家居する任官候補者であっても，

中央の管理に帰して，「州郡之吏」には属さず，さらに日を定めて中央に番上して役に服しな

ければならない。漢代の士人も当然潜在的官僚候補群とみなされたが，彼らを管理する制度は

何もなかった。彼らはただ地方長官の辟召・察挙を待っているだけだった。ところが魏晋の中

正品評制と「司徒吏」の制度は，官僚候補者に対して正式の管理を行ない，二，三万人の人才

の供給源を維持し，これによって中央の朝廷の各地の士人に対する直接統制を強化した。その

任官資格は中正によって確認され，その任官の官職は吏部によって決定された。

　清官の起家・昇進のコースとなると，その「選官中央化」の意義は一層明らかである。それ

ら「清官」は，みな中央官であるばかりでなく，門下・尚書・秘書の官および東宮官であっ

た。とくに散騎という内侍の官であり，魏の文帝が散騎を設けた目的は，「天下の士は，こと

ごとくまず散騎を歴て，然る後出でて州郡に据らしむ，これ吾が本意也」ということであっ

た。皇帝は内侍のコースの地位を引き上げて，士人との直接的関係を強化し，統治集団の帝権

に対する求心力を維持しようとしたのである。そして士人は一，二度内侍を経験すれば，高官

に昇る可能性が非常に増大した。西晋にはまた東宮官にならなければ，尚書郎になれない制度

があり，士人と太子との直接的関係を緊密にした。

　又，封爵は政治権勢を獲得する重要なコースであった。西晋は盛んに五等爵に封じたが，受

封者はすべて司馬氏のために手柄を立てた連中であった。楊光輝の有爵者・無爵者の仕途につ

いての統計によれば，魏晋時代，父祖あるいは本人が爵をもつ者で，吏部の選用とその他の

コースとの比率は，92対38であり，無爵者の場合は，６対102である。とすれば，封爵を得た

者は，主として中央の朝廷において直接入仕した者であることが分る。漢代の封爵には起家官

はなかったが，両晋南朝の封爵には起家官があった。このように，五等爵の授封は，中央権貴

の特権を増大させ，それを一個の閉鎖的集団とし，単なる州郡の大姓豪右からのコースは，狭

まってしまった。

　後漢の後期，孝廉の察挙には，「諸生は家法を試し，文吏は箋奏を課す」という考試制度を

実行した。本来考廉は一種の推薦制度であり，長官の推薦は士人の任官を決定するに当って決

定的であった。しかし考廉を考試の後に察挙する制度は，地方の推薦と中央の考試という二つ

の環節を形づくった。このように選官権力は，中央へ転移し始める。西晋の時，州刺史の察挙

する秀才にも，「対策」を採用した。州は秀才を挙げるのに策を試し，郡は考廉を挙げるのに

経を試すという二科の併立体制が始めて形を具えることになった。西晋の秀才対策は，当然の

ことながら「選官の中央化」の比重を一歩増大させたのである。

　こうした情況が出現したのは何故だろうか。この時期の戦乱が地方を破壊してしまい，後漢
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のあのようにひろく郡県に分布していた学校の生徒や士人の党派は，大方声をひそめ姿をかく

してしまった。京師は各政権の政治文化の中心をなしており，これが選官の中央化を促進した

一要因となった。同時に，漢代の士族は多少とも地方性を具えており，州郡で活躍する者が非

常に多かった。だが，魏晋士族の権勢は中央で獲得したものであり，そのため士族の権勢は，

選官の中央化を妨げることがなく，場合によっては，それに依存することさえあった。このこ

とは反対に，中古の士族の根底が官場に在って郷里にはなかったことを証明する。魏晋の最初

の新式士族群──正始の名士もすべて京師で活動した。たとい門閥権貴が方鎮を把握し，意の

ままに人を用いるような場合でも，形式上それらの任命は中央の吏部から発令されなければな

らない。士族門閥は中央政権の中に寄生しており，彼らの発展方向は，一方に割拠した封建領

主でもなければ，また国家と対抗する土地貴族でもない。彼らの権勢は体制内においてつかみ

取られ，吏部の銓衡によって保障されたものである。また広い観点で見ると，選官権が中央に

向い，吏部に向って集中してゆく情況は，後漢にもその形跡がある。したがって魏晋の選官の

中央化は，後漢時代に中央集権が不断に強化されてゆくその趨勢の継続 ･深化として認めなけ

ればならない。

Ⅳ　官僚政治言語と官僚制度の進歩

　魏晋の江左士族門閥の拡張は，皇帝権の専制的意志の空間を縮小した。士族の貴族化の特質

は，一見一種の「後退」のように見え，春秋時代の貴族世卿政治とある種の相似性を表してい

る。しかし，真の歴史のくりかえしというものは存在しない。秦漢以来の政治文化の伝統は，

魏晋南北朝の政治に対しても，影響を及ぼすだろう。一部の中国の学者は，魏晋を「封建化」

の時期とみなした。しかし我々の見方からすると，秦漢帝国は，二つの遺産を残した。それが

この時期の所謂「封建化」を西欧中世のあのような様式を採らせなかったのである。この二つ

の遺産とはつまり複雑な専制官僚組織とその法治の伝統，および層の厚い士人社会とその儒学

の伝統である。西欧の中世には，この二つのものを欠いている。

　この二つの伝統の中には，一つの政治文化の枠組みが潜在している。この枠組みに照らし合

わせてみると，門閥政治は皇権政治の変態にすぎず，士族政治もまた官僚政治の変態にすぎな

い。皇帝についていうと，秦漢大帝国の歴史的記憶と制度的伝統が，彼らに，できればもう一

度専制を拡張し，尊君卑臣を復活したいという気持を抱かせた。官僚においては，綱常名教で

あろうと明法考功であろうと，依然として理論上の正当性を具えており，士人について言う

と，儒家の「人は皆以って堯舜たる可し」という信念が，やはり家柄の束縛を突破でき，一般

士人のために立身のステップを提供する要因であった。さらに，この時期の官僚政治は萎靡し

て変態を来したけれども，ただこれと同時に，官制自体は依然として非常に多くの発展前進を

かち得た。これも非常に人の注目を引くところである。士族の官界における特権は，官僚制度

の進歩の歩みを止めることはできなかったのである。
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　帝国体制を維持するためには何らか政治文化秩序を基礎とすることが必要である。魏晋江南

にひろがった士族文化と玄学の思潮は，この基礎を侵蝕してあちこちに点々と錆のあとを残し

た。けれどもこれと同時に，君権 ･礼法 ･法制を維持する論法や行為は，かえって問題の別の

面を作り出した。尊君卑臣，名教礼法，選賢任能，信賞必罰を説く言論は，依然としてつねに

君主の詔書や臣下の奏議の中に現われる。これは士族政治の現実に対応して，一種の「官僚政

治話語」（官僚政治言語）を作り出した。こうした言葉には，士族名士にあっては，廃語（使

われなくなった言葉），套話（常套語），空話（無意味な言葉）として，あまり反応がなかっ

た。しかし空話は完全に空ではない。それらがくりかえし述べられるのは，結局，秦漢以来の

帝国政治の伝統を連綿と受け継いでいるのである。目下の所はそれらは紙の上，あるいは口頭

の上に留まっているが，場合によっては，真の影響力を発揮することがあり得る。

　士族名士の清談放逸がつくり出した紀綱の頽壊についていうと，すでに曹魏時代に抵抗に

遭っている。魏の明帝は玄学の名士に対して，「以て浮華を構長すと為し，皆な免官禁廃」し

た。その他蕫昭・劉廙らは，名実相伴なうことを主張し，「浮華」を排斥した。西晋の士族は，

日毎に盛んになったが，しかしこの時期でも，劉頌・劉毅・李重・傅玄らのような実効派の一

郡の官僚たちは，「清議」に対するよびかけを行なっている。「綱維不摂」「清議不粛」な規律

の頽廃に対して，彼らは「風論を粛（ただ）して世教を整え」，「吏課を立てて清議を粛す」こ

とを主張し，より多くの「清議」が聞えてくることを希望した。これは沈滞しておざなりに

なった官場の弊害に対する回答である。その時，王昶・杜恕・劉寔・劉預も，考課の法を完全

にし，何もせずに虚談に耽って政務を妨げている情況を改めようと努力した。九品中正制が作

り出した家柄重視の選官，中正官の銓衡権把握に対しては，李重・衛瓘・司馬亮・段灼・潘

岳・孫楚・王沈らが，いずれも尖鋭な批判を行なった。劉毅の「九品を廃せんことを請うの

疏」はとくに取り上げるに値する。それは九品中正制を「奸府」「弊政」と断乎指弾している。

後世の人がつねに引用する「上品に寒門無く，下品に勢族なし」というあの有名な言葉は，こ

の「九品を廃せんことを請うの疏」から出ている。南朝の風気は，「白を望み空に署するを是

れ清尚と称す。恪勤懈らざるは，終に鄙俗に滞る」，政に勤め業を敬しむ者は士族の賎視に

遭った。しかしながら吏職に精勤にして国家に忠誠をはげむ官僚は，なお迹を絶たず，依然と

して存在していたのである。

　玄学家の「無を貴ぶ」論調と真向から対立して，裴楫は「崇有論」を著わした。これは単な

る哲学の論文ではなく，強烈な現実性を具えていた。立ち向かったのは，玄学の名士の「口に

虚浮を談じ，礼法に遵わず，禄を盗み寵に耽り，仕して事事せず」から導かれる「風教陵遲」

であった。洛陽の陥落と北方の敗滅は，また東晋の士人を痛切に反省させ，范寧・六壼・応

詹・熊遠・陳笹は，「清談誤国」に対してはげしく責め立てた。彼らの玄学に対する評価が妥

当であったかどうか，それは別の問題である。我々は指摘したい。玄学家は名教に反対せず玄

学理論は統治を強化するためだったという人があるが，しかし当時非常に多くの政治家はその
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ように見ていなかったのだと。魏晋以来これら玄談を詰責する言説は，すべて「官僚政治言

語」とみなさるべきであり，その中には士族政治と異なる政治的精神を含んでいる。

　在官の特権は，士族政治の最も際立った現象であり，高門は自然に昇進するのをあたり前と

考え理の当然とした。けれども君主の詔書の中でひろく行われていたのは，「賢を選び能を任

ずる」という論調である。劉宋だけを例にとっても，宋の文帝の「大使を遣わして巡行せしむ

るの詔」に，「言を傅巖に求め，想を宵昧に発す」とあり，「賢を求むるの詔」に，「遺才野に

在り，管庫朝に虚し」とある。宋の孝武帝の「才を求むるの詔」には，「四方の秀孝，才に非

ざれば挙ぐる勿れ」とあり，宋の前廃帝の「才を求むるの詔」には，「夢を包鼎に結び，言を

板築に瞻る」とある。又，宋の明帝の「賢才を求むるの詔」・「隠逸を捜括するの詔」，宋の後

廃帝劉昱の「薦挙を広くするの詔」，宋の順帝の「賢才を求むるの詔」には，大てい「隠身牧

耕」，「草沢遺才」を挙用する類の指示がある。たといそれらが往々にして一枚の空文に過ぎな

かったとしても，その背後には深い選賢任能の伝統がある。同様な情況はまた臣下の奏議にも

見える。南朝の孔寧子は，「才均しければ資を以てし，資均しければ地を以ってす」と主張し

て，才能・資歴の選官基準を門地の上に置いた。周朗は，「当に徳厚き者をして位尊く，位尊

き者をして禄重く，能薄き者は官賎く，官賎き者は秩軽からしむべし」，徳行・才能を禄位を

与える根拠とすべきだと主張した。又裴子野の『宋略』には，「道義尊ぶ可く，負販を択ぶ無

し。苟も其の人に非ざれば，何ぞ士族を取らん！」とある。これらの言論の中では，士族の特

権は全く正当性をもっていない。

　注意に値するものに，さらに法術の学がある。それは君主専制，中央集権および官僚政治の

理論である。戦国秦漢時代，儒法両派は，一は礼治を主とし，一は法治を主とし，形の上では

水と火の違いがある。しかし魏晋以来道家に源をもつ玄学が盛んになってきて，経義を忠実に

守る者は「俗生」といって軽蔑され，法文に熟達する者は「俗吏」といって軽蔑された。そこ

で法術は一転儒術と手を組み，共同で道術を排斥した。三国の曹操・諸葛亮・孫権および一群

の士人たちは，みな法治の傾向を濃厚にもっていた。葛洪は道教徒であるが，彼にも次のよう

な論がある。「世人，申韓の実事を薄（いや）しみ，老荘の誕談を嘉みす。然れども政を為む

るに能く刑を錯（お）く莫し。……道家の言，高きは則ち高し。之を用うれば則ち弊，遼落迂

闊（茫漠として迂遠）！」。晋の元帝は権臣の跋扈に忍従しようとせず，「申韓を用いて以て世

を救い」「方に刑法に任ぜん」と企て，また皇太子に『韓非子』一部を与えた。東晋の李充・

王坦之もまた「刑名」をたっとんだ。彼ら二人を玄学家とみる人もあるが，しかし彼らの虚浮

を排除する意図ははっきりしており，玄学家と同じではない。斉の武帝は一度秀才の策試を行

なったが，出題には公然と法家の論調を採用し，先ず耕戦に心がけ，失地回復，国富民強を

待ってその後に文学は談じなければならないと明言した。策題を起草した王融は，彼自身，

「戦陣攻守之術，農桑牧芸之書，申商韓墨之権，伊周孔孟之道を習う」と自称しており，儒法

兼綜の傾向が明かに見てとれる。つまり，靡麗浮華をたっとんだ南朝にあっても，法家の書を
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読み，法術の学を崇んだ人がいたのである。

　政治学の理論では，集権官僚制の動力は必ずまず君主より発し，その専制を求める本能に発

すると表明される。魏晋以来，皇権は低下したが，しかしまだ君主の集権の意志は消えること

がなかった。魏氏の三祖，すなわち曹操・曹丕・曹叡には，いずれも法治の傾向があり，とも

に「浮華」に打撃を加えた。司馬氏の政権は門閥の政治的代表だといつも言われる。けれど

も，晋の武帝は，専制官僚制度を維持するためには，やらぬものはなかった。清人王夫之は概

括的に言っている。「晋武の初めて立つや，郊廟を正し，通喪を行ない，宗室を封じ，禁錮を

罷め，諫官を立て，廃逸を徴し，讖緯を禁じ，吏俸を増し，寛弘雅正の治術を崇ぶ。故に民藉

りて以って安んじ，内乱れ外逼り，国已に糜爛せるも，人心は猶之に繋がる」。実効派の官僚

が「清議」をよびかけ，九品中正制を指弾したことに対して，晋の武帝も高く賛意を表してこ

れを嘉しているが，これによって彼の二面性が分る。東晋の桓玄が自立して帝となると，直ち

に百官に献策を命じたが，この時提出された建議には，庠序を修める，典刑を恤れむ，官方を

審かにする，黜陟を明らかにする，逸を挙げ才を抜く，農に務め調を簡にする等々がある。一

貫して権貴に寛容であった梁の武帝も，次のように述べている。「官を設け職を分つには，唯

だ才のみ是れ務む」「人には貴賎無く，道在れば則ち尊し」と。

　魏晋以来，官僚政治はすでに萎縻してねじ曲っていたが，他方では，官僚制度はある種の内

在的な推進に基づき，引きつづき緩慢な進化の中にあった。こうして見ると，政治の変態と制

度の進化は，一対のきわめて深い意味をもつ矛盾現象を構成していたのである。

　秦と漢初には丞相制を実施したが，前漢末に丞相は三つに分れて，三公制に変った。後漢の

三公は太尉・司徒・司空である。祝総斌先生は，次のように概括している。魏晋南北朝に三省

制度が発展してくると，「宰相機構と秘書・諮詢機構の発展・完成は，隋唐三省官制の出現を

準備する条件となった」と。中書省は詔書を起草する責任を負い，門下省は章奏詔命を審議す

る責任を負い，「封駁」権を行使した。漢代にももともと丞相が詔書を封駁することはあった

が，南朝では封駁は大いに制度化した。隋唐の三省制は，中書の草詔，門下の審議，そして尚

書の執行というように分業が明確で相互の規制が厳密であり，この重大な政治上の達成はその

後ずっと後世の賞賛を博して来た。だがこの体制は，漢代のやや粗放な丞相九卿制あるいは三

公九卿制から魏晋南北朝を経て発展してきたものである。

　三公九卿制度が転換を始める。諸曹の尚書の機能は，今日の国務院各部に相当する。しかし

三公府の諸曹の行政的意義は，これに応じて大いに希薄となった。公府諸曹の掾属は，府主の

自辟であるが，彼らの間には濃厚な「委質」・「君臣」の関係があった。しかし尚書と尚書郎と

はすべて大臣が指名し，皇帝が任命するのであって，尚書令が自ら決定し得るものではなかっ

た。尚書令と下僚との関係において，個人的依附性は大巾に希薄となった。公府の掾属の仕事

は日を追って閑散となり，往々名士を辟召してこれに任命した。さらに多くは仕途の中継点と

して存在していた。列卿に至ってはまだ皇帝の家臣の色彩があり，尚書列曹の合理的分業には
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遠く及ばながった。尚書諸曹が発展してくると，九卿の地位はこれに随って低下した。そこで

「九寺は尚書に併すべし」，九卿の「職掌る所無き者は皆併す」といった議論があった。列曹尚

書は時には五人，時には六，七人あり，諸曹尚書郎は二 , 三十人前後であった。大抵，宋斉の

間に尚書と尚書郎の間に，明確な分掌関係が形成され，尚書一人で若干の尚書郎を率いた。こ

れはすなわち隋唐六卿二十四司体制の直接の来源をなし，さらに歴代踏襲して変わらなかっ

た。諸卿を主とする体制は諸卿の官署を六部に配合する体制に変わり，さらに転じて六部を主

幹とするようになった。

　官員の等級管理の方面においては，一部の制度に進歩的意義がないわけではない。曹魏末年

には官品制度が出現した。それは漢代の朝位の安排と淵源関係がある。漢代の封爵や将軍の等

級は，禄秩とは本来分かれていたものである。官品制度は封爵・将軍・禄秩および位階を一つ

に融合し，それによって一層普遍性を具えた等級の尺度を提供することになった。魏晋南朝で

は，官品と合わせて「位」「階」を用いて官資を計算し，一位を進め，一階を加えるには，形

式上はやはり任務を全うし功労を積むことを条件とした。だがこれは官僚式の管理方法であ

る。漢代の常設将軍号は八つしかなかったが，魏晋時代には百余りに増加し，さらに軍職から

軍階に発展した。漢代の禄秩は「職位分等」の性格を持っていたが，軍階は一種の「品位分

等」の制度であって，それによって一層弾力的な管理手段を提供した。南朝の十八班と流外七

班の区分は，流内と流外の制度を初めて建てたものである。こうした制度は士庶を区分するこ

とから生み出されたものではあるけれども，しかしまた高級文官と下級吏員とを区分する意味

も具えている。

　秦漢の「律令秩序」は魏晋以後色あせてしまった。しかし法制の進歩は，完全に中断される

ことはなかった。漢代の法律の形式は律令科比（条目と類例）であって，律令が礼律とはっき

り分かれずにまざり合っている情況がある。魏律・晋律の時代になると，「律」は刑律に集中

し，行政法の内容は別に「令」の中に規定されている。その他にまた「故事」があるが，これ

は各官署の日常行政に関する規程である。漢代の律・令の不可分状態は，このために一変し

た。「律は以て罪名を正し，令は以て事制を存す」，「律」は刑法であり，「令」は行政法であ

る。学者は，この分化は「中国法史上画期的な意義を具えている」と考えている。帝国政府の

求める各種規定の部類区分が，これによって大いに合理化された。唐代の法律法令には律・

令・格・式の四種があるが，この体系淵源にもまた，南朝が含まれている。魏晋南朝時代に

「格」・「式」がすでに芽生えており，唐代の「格」・「式」は，晋の「故事」と性質上そんなに

離れておらず，どちらも官署の行政規程である。隋唐の律令格式体制は，魏晋南朝の上述の変

化もその淵源の一つをなしている。この他，晋代の法学家張斐と杜預は，律のために注を作

り，法律概念を大いに規範化して，法理学上多大の進歩をなしとげた。張斐の『律表』は唐代

の『律疏』の先声をなすものとされる。又，劉頌の如きは，律令の名例に規定がなければ，

「皆論ずる勿れ」という主張を提起した。これはヨーロッパの学者の「律に明文無ければ罪と
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為さず」の観点より千年余りも早い。この時代の官僚政治言語は連綿として絶えず，官僚制度

も依然進化していた。ではその基礎と動力は何だったのか？それは，戦国秦漢時代が残した制

度の伝統と文化の伝統である。秦漢帝国によって基礎を打ち建てられた制度の伝統と文化の伝

統とは，その歴史の慣性を保ち，未来の政治文化の発展に対して，「方向指示」の役割を果た

した。中華帝国の典型的な政治形態は，専制君主と官僚政治と儒家士大夫との結合であって，

士族政治や士族門閥との結合ではない。中国人は「治世」と「乱世」によって歴史の発展をえ

がく慣わしであるが，その中に一つの態度，すなわちある状態は「常態」に属し，ある状態は

「変態」にすぎないとするスタンスが潜んでいる。こうした態度が歴史の発展に対して及ぼす

牽引作用を軽視することはできない。

　魏晋南朝時代に一つの「政治文化の枠組み」が存在することを，我々は確実に看取できる。

それは「乱世」の中に在っても依然として作用し続けた。それは君主制の中に存在し，官僚機

構の枠組みの中に存在し，士人の観念や古典に保存された「歴史の記憶」の中に存在した。全

中華帝国の中にずっとこのような範型が存在し続けたとさえ言える。それはさまざまな波動や

変態が最終的に向うところのものである。学者は時代の特点を追及することに慣れ，これらの

特点を懸命に明らかにしようとする。そのため士族政治が作り出したあのような歪みに，最も

多くの論述が与えられる。しかしながら時代の「個性」を闡明にするとき，「共通性」を軽視

すべきではない。この政治文化の枠組みは，また事実上，時代の本質面を構成するものであっ

て，我々の中古時代の性質に対する判断に影響することになる。それは我々に中華帝国の「常

態」とは果して何かを明示する。門閥政治と士族政治はすべてその「変態」にすぎず，最後に

は「常態」に帰ってくるのである。
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六朝貴族における人格と身体

谷　川　道　雄

　中国の歴代王朝における官吏任用手続の一階梯として，銓選の制度がある。銓選とは，吏部

が任官の有資格者に対して最終的な銓衡を行ない，合格者に特定の官職を充てる制度である。

唐制では，六品以下の官の任用について，科挙及第者や官吏経験者などを対象に，まず身・

言・書・判の四つの方面から判定を行なう。さらに徳・才・労の三点を勘案して，吏部側が具

体的な官職を本人に提示し，双方合意の上で任官を決定する。

　ここで取り上げたいのは，身・言・書・判の銓試制度である。この制度については，『大唐

六典』尚書吏部第二に規定されているが，『通典』「選挙典」歴代制下には，その内容を，身：

取其体貌豊偉　言：取其詞論辯正　書：取其楷法遒美　判：取其文理優長　と説明している。

判は行政上の問題に対する判決文であり，白居易の「百道判」がその問題と解答の例文を示し

たものとして有名である。

　銓試の順序としては，まず書・判を試し，次いで身・言を観察する。そのうちどちらかと言

えば，書・判が重視され，身と言は特別な障害がなければ余り問題にはならなかったといわれ

る 1）。また，「体貌豊偉」「詞論辯正」とは，象徴的な基準を示すに過ぎないものだったともい

う 2）。しかし唐代の銓選で，身・言というような身体的条件が挙げられていたことの意味は，

一考に値する。というのは宋代の制度では，書・判，とくに判が重視されたが，身・言・書・

判をセットにした選考方法は恒常的なものではなくなり，最後には廃止されてゆくからであ

る。

　それでは，唐代以前はどうであろうか。制度としては必ずしも明らかでないが，吏部が身体

的条件を考慮に入れて銓衡を行なった実例として，次のような插話がある。

　　［楊愔］典選二十余年，奘擢人倫，以為己任。然取士多以言貌，時致謗言，以為愔之用人，

似貧士市瓜，取其大者。愔聞，不以為意。（『北斉書』本伝意作不屑焉）（『北史』楊播伝）

　ここにいう「其大者」とは，楊愔が言貌を以て士を取ったとあるので，体格の大きな者を任

用したと考えざるを得ない。一方，楊愔の取士は，「失於浮華」と言われている。浮華とは質

実の気風を喪なって，文華を誇る貴族層の謂である。これらを綜合して考えると，「其大者」

１） 王勳成『唐代銓選与文学』（中華書局，2001年）第五章 銓選，参照。
２） 同上。
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とは，実際上貴族層ではなかっただろうか。北斉時代は，門閥主義に対する批判の強まった時

期であり，楊愔が官吏としての適格性よりも，門閥貴族らしい容姿・言語に重きを置いたの

で，当時の人たちはこれを「貧士市瓜」と謗ったのである 3）。

　やがて隋代に至って九品官人法が廃止され，科挙時代が始まる。ここに於て家格に拘らず官

吏としての資格を重んずるのが原則となったが，その中にあっても，“貴族らしさ” を要求す

る傾向が完全に払拭されたとは言えないであろう。その一端が「体貌豊偉」なる基準に表れて

いると考えられる。

　このように考えてくると，身・言というような身体的条件が，六朝貴族の社会的・政治的地

位と深く結びついていたのではないか，という予想が可能である。この予想の下に，六朝正史

の列伝（その多くは貴族出身者の伝記）をひもとくと，そこに伝主の身体に関する記述がおび

ただしく見出される。それらを類別して挙げてみると，①身長　②腰囲　③膂力　④容貌　⑤

動作　⑥言語　などに分類できる。

　①の圧倒的多数は７尺以上におよぶ身長の記述だが，少数ながら常人より背の低い例もあ

る。②は，腰回りの大きさで，「腰帯十囲」というような表現で表わされる。③は，筋力の強

さであって，武芸に工みであること等と共に，武人の伝記中にしばしば見られる。④は，「美

姿貌」「美容貌」など多種の表現が見られる。その一方で，「醜」「陋」など醜さの例も少くな

い。「短醜」「短陋」などは，身長・容貌の双方を合わせた表現であろうか。さらに，容貌につ

いては，「容貌魁偉」やこれに類する種々の評語がある。この場合，「偉」という語が多く現わ

れることに注目したい。「偉容儀」「偉容貌」は，「美」の代りに「偉」が用いられている。そ

の反対の例には，「姿貌不偉」がある。「質貌豊美」（質は体の意）といわれる梁の宗室蕭正表

は，身長が七尺九寸あり，これは正に唐制の「身：体貌豊偉」の具体例である。要するに，唐

代においても，六朝貴族に多く見られる偉大夫の体形が理想とされたことが分かるのである。

　このような堂々たる体格・容貌のほか，さらに細部に亘る記述を求めると，極めて多いのが

「美鬚髯」（鬚はあごひげ，髯はほおひげ）やその類語である。鬚髯の立派なことは容姿の中で

も重要なことで，これにまつわる色々な逸話が残されている。次に，「眉目疏朗」つまり眉目

がすっきりと秀でていること，目そのものについて漆黒の点の如きものが好まれたらしい。

　⑤は，「挙動」「動止」「進止」「挙止」などとよばれる立居振舞いである。それらに対して

は，「挙動舒遅」「挙措舒緩」のように動作がゆったりとしていること，「進止都雅」「容止閑

雅」のように優雅であること，また，「挙止必循礼度」「容止枢機，動遵礼度」（枢機は言行の

意）とあるように，作法にかなっていることが評価された。

　⑥の言語に関しては，「善談論」やこれに類する表現が用いられ，その中には「善言笑」と

いうような表現もある。談論は論理と学識を以て聴者を説服する話術で，その最も緊張した場

３） 拙著『増補隋唐帝国形成史論』（筑摩書房，1998年）第Ⅲ編 第２章 北斉政治史と漢人貴族，参照。
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は清談であるが，士大夫の間では，日常の会話の中でも，風流の精神が貫ぬかれなければなら

ない。古典の故事をふまえた文雅なる表現，機智や諧謔にあふれた応答などが評価されるので

ある。その他，相手の父の諱を避けるなどの礼法上の心づかい，双声・畳韻等を駆使した修辞

なども，「善談論」のなかに含まれるであろう。その一方で，史伝中には吃音や訥弁の例も，

時に見られる。

　六朝正史の列伝中に見える，こうした身体上の記述は，当時の時代現象として何を意味する

であろうか。この点に触れた研究は，さほど多くはないが，若干存在している。その幾つかを

紹介すると，森三樹三郎は「野性を失った南朝の貴族は，その貴族的な洗練においては魏晋貴

族に優るものがあった。音辞・容儀の尊重は，すでに魏晋時代にも見られる現象であるが，南

朝に入って一層著しくなった」と述べて，貴族社会が言貌・進止に強い関心を持つようになっ

たことを，貴族社会の洗練の結果であるとしている 4）。

　矢野主税も「状の研究」において，この問題を取り上げている。矢野によれば，六朝の各正

史の列伝には，伝の冒頭に当該人物に対する評語が記されることが多いが，これらの評語は，

九品官人法における「状」に材料を取っていることが多いという。「状」とは，中正官が郷論

に基づいて作成して中央政府に提出する対象人物の内申書である。西晋以降，容姿・技芸まで

もが「状」の中に書きこまれることなるが，それは「西晋以降の状が政治的色彩を甚だ薄く

し，単なる人物評論に惰しつつあったことを意味する」と述べている 5）。換言すれば，容姿・

技芸の尊重は，貴族社会が安定して政治的活力を必要としなくなった結果だというわけであ

る。

　葭森健介はこれに対して異なる見解を提示する。「当時の人物評価の性格を考える際に，単

なる官僚政治の観点からでなく，当時の人間に対する価値観をふまえて分析してゆく必要があ

る」6）。

　最近の閻愛民の論考では，六朝貴族の身体的表現について，正面から論じている。それによ

れば，その身体的表現は，士族（即ち本稿でいう貴族）が自らを庶族と区別する重要な標志で

あり，それは家族の文化的背景のちがいに由来するという。士族は，衣服，儀容，気度，言

語，飲食につねに心を配り，そうでなければ士族とみなされなかった。そこで史家もまた，名

門の士族に対して，「風儀秀整」とか「美風姿」などと形容し，寒庶出身の官僚については，

「庸俚」「鄙陋如此」などと記述することが多いとする 7）。

４） 森三樹三郎『六朝士大夫の精神』（同朋舎，1986年）第一章 六朝士大夫の性格とその歴史的環境。
５） 矢野主税「状の研究」（『史学雑誌』76‒1）。
６） 葭森健介「『山公啓事』の研究──西晋初期の吏部選用──」（『中国貴族制社会の研究』京都大学人
文科学研究所，1987年）。

７） 閻愛民「魏晋南北朝時期的世家大族」（周積明・宋徳金主編『中国社会史論　下巻』湖北教育出版社，
2000年）第五章。 
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　名族が「美容姿」で，寒門・寒人が「鄙陋」であったとは必ずしも言い難いが，さきに挙げ

た楊愔の典選記事からも，そのような傾向があったことは否定できない。では，六朝貴族にお

けるこれらの身体的優越性は，社会的，政治的に，どのような役割を発揮したのであろうか。

　正史列伝に見えるこれら貴族の身体に関する記述についてまず注目されるのは，それが他者

によって賞賛される事柄であった点である。例えば，「容止可悦」「進退可観」などの慣用句

が，それをよく示している。これらの言葉には，当該人物の容止・進退を目のあたりにしてこ

れを語る同時代人の存在が前提となっている。これらの人びともまた，その多くは同じ貴族階

級に属する人士であろう。つまり，優れた身体的特徴は，貴族同士の間で，賞賛・憧憬の的と

なったのであった。このような一般的場景を想定した上で，種々の具体例を観察してみたい。

　容姿の美しい貴公子は，とかく権力者，就中皇族（皇后・公主を含む）の愛幸の対象とな

り，通婚にまで進展することが珍しくない。軍閥や胡族出身の帝室と漢人貴族との通婚関係

は，前者が後者の女を后妃として迎え入れるだけでなく，前者の女子が貴族の男子と婚姻する

ことによっても，形成された。北魏後半期に実権を掌握した文明太后・霊太后なども，「美容

貌」の朝臣を愛幸して，これらが女主たちの恩倖となった。また，風采が立派だという理由

で，皇帝・皇太子の侍従官に任用された例もある。北魏ではすでに，什翼犍の時代に，「諸部

大人及豪族良家子弟儀貌端厳，機辯才幹者」の中から「左右近侍之職」を選んでいるが（『魏

書』官氏志），これはいずれの時代にも通用する方式であろう。

　以上は，権力者と貴族との個人的関係の例であるが，「美容止」の人は，朝士の間でも，大

いに注目されて憧憬の的となった。一例を挙げれば南朝の褚淵について，「淵美貌，善容止，

俯仰進退，咸有風則。毎朝会，百僚遠国［使］莫不延首目送之。宋明帝嘗歎曰，「褚淵能遲行

緩歩，便持此得宰相矣。」（『南斉書』本伝）とある。

　また北魏でも，漢人名族の崔光が宗室の元顕和に対して，「元参軍風流清秀，容止閑雅，乃

宰相之器」と言って賞めたという。百官を統率する宰相の条件として，風貌，容止などの都雅

なる人となりが挙げられていることに注目したい。貴族階級内部にはたらく影響力・指導力と

して，このような身体的表現が大きな意味を持っていたのである。

　上述の『魏書』官氏志の一節に，「機辯才幹者」とあるように，辯論もまた官界における昇

進の契機となった。見事な「占対」（応答）は，学識と機智を必要とするが，君主の顧問とし

て重視される条件であった。北周時代，こうした才能によって宣納上士に昇遷した幾つかの実

例がある。

　このような能力は，外交関係において特に必要であった。南北両朝間に交換される使節とし

て派遣される者，またこれに応接の役に当る者すべて，そのような才能のある人物を選りす

ぐって，これに充てた。双方の間に交わされる問答は一国の威信に関わるものであったから，

緊張にみちたやりとりが行なわれるのが常であった。相手国で選ばれた人物の学識・機智，そ

れに容姿，動作の一つ一つが注意深く観察され，評価された。相手国にどういう人物が居るか
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あらかじめ情報を得ておくことに努めていたと想像されるが，かねてからその国での名声を聞

いていた人物を眼前にして応酬の火花を散らすことになるのである。

　外交関係のこのような場は，いわば国内における談論が，対外的に拡大したものとも言え

る。談論の根元は，貴族同士が，一種の遊戲性を帯びて交わす所の私的な営みである。そうし

た交遊の場での巧みな話術は，「聴者忘疲」とか，「聴者皆忘飢疲」と言われるように，貴族た

ちに高尚な喜びを提供するものであった。それは一個のサロン（salon，沙龍，清談倶楽部）

であるが，このサロンの場は，交友関係から朝廷，さらに国際関係にまで広がって，それぞれ

大きな役割を果たしたのである。

　以上論述してきたことによって，私たちは次のことを知り得る。六朝貴族における各種の身

体的表現は，閻愛民氏のいうように，貴族としての地位を顕示するものであったが，それは士

庶の区別に作用しただけでなく，貴族階級内部における人際関係を生み出すものでもあった。

つまり，すぐれた身体的表現は，貴族たちの間で，小さからぬ威望としてはたらいた。

　しかし，ここで断っておかねばならないのは，そうした身体的表現が人びとの中に力をもち

得るのは，単に体躯の大，容貌の美，動作の雅，言語の巧といった，表面の現象だけではな

い。それら外形に意を用いるようになったのは，とくに六朝後期，貴族の頽廃化してゆく時期

に多く見られる現象で 8），本来的には，これらの外見とともに高い精神性を認め，その身体性

（physicality）と精神性（spirituality）とが一つに融合して作り出した高貴な人格を理想とし

ていたようにおもわれる。たとえば，北朝の柳謇之について与えられた「身長七尺五寸，儀容

甚偉，風神爽亮，進止可観」という評語（これに類する事例は極めて多い）は，このことをよ

く物語っている。

　もし不幸にして，身貌短陋に生れついた者でも，それだけで人の価値が定るものではないと

いうのが，当時の観念であった。北朝の邢遜に対する評語，「貌雖陋短，頗有風気」が（こう

いう事例は尠くない），それを示している。ちなみに邢遜の息子の祖効も，「貌寢，有風尚」と

いわれているが，身体と精神に家系の影響があることをうかがわせる。

　しかし，身体の美しさと精神の高さとが完全な形で結びついた姿が理想であり，それが人び

とを魅きつけたことは否定できない。その常人離れした見事な人物の姿を，六朝人はしばしば

玉人と形容して賞歎した 9）。玉人とまで行かなくても，高貴なる精神が秀麗なる身体に宿った，

その卓越した人格が，朝野の人際関係を指導したことは，疑い得ないであろう。

　しかしたとえ玉人と仰がれても，その資質は神権に由来するものではなく，伝統的な家族生

活における人間の努力によって洗練された結果である。一般的に言えば，六朝貴族の権威は，

８） 『顔氏家訓』勉学篇の有名な一節，「梁朝全盛之時，貴遊子弟，多無学術……無不熏衣剃面，傳粉施朱
……従容出入，望若神仙」が，外見のみを飾り，精神の空洞化した貴族階級の情況をよく描写している。

９） 『世説新語』容止篇。
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神から与えられたものでなく，人の努力によって築かれたものである。その権威が身体性を伴

なって表現されているところに，むしろこのことの証明があるであろう。

　そしてこれまでしばしば述べて来たように，この権威は同時代人の評価によって成り立ち，

また記述されている。評価する方もされる方も同一社会に属しており，この意味において六朝

貴族社会を，一種のサロン社会 10）と見なし得る。この時代においては，宗族・郷党・交友関係

のみならず朝廷さらには敵国との外交の場に至るまでサロン的である。

　このサロン社会は，一面で貴族各氏の家門の連合体（association）でもある。そこで得ら

れた観察や情報が構成員の評価を作り上げる。郷論清議といわれるものも，こうした場で作ら

れてくるのであろう。九品官人法は，これを土台に組み立てたものである。

　唐代銓選制度における身・言は，六朝時代のサロン的人物評価が痕跡として残ったものでは

ないだろうか。しかしそれもやがて制度の中から消えてゆく。この時，官僚社会もサロン的性

質を失ない。君主独裁政治の実行機関たる性格を濃厚にする。たとい士人間にサロン風の交わ

りが生れ，相互の人物批評や学問評価が行われたとしても，それは純然たる私的な営みに過ぎ

なかったのである。

〔附記〕　六朝貴族の身体に関する研究は，絵画・塑像・彫刻などの造型作品からも追求すべきであるが，
本研究ではそれに言及できなかった。今後文献資料と造型作品との双方から接近して互いに補ない合い
ながら研究することが必要であろう。

10） 川勝義雄はこのサロン社会の全体構造を，郷論環節の重層構造と名づけた。彼によれば，郷または県
程度の規模の場で形成される郷論を第一次郷論とよび，郡程度に広がった場を第二次郷論とよび，ここ
から選出された士が中央に進出するとき，ここに第三次郷論の場が形成されるという。
  第三次郷論の場とは，つまりは，中央貴族の社交界であって，『世説新語』を構成する多くの插話は，
貴族間の人物批評を基本的要素としていると論じた（『六朝貴族制社会の研究』（岩波書店，1982年）
第１部 第３章 魏・西晋の貴族層と郷論）。
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愛のための戦い
──漢と匈奴との戦争と良賤身分制──

蒋　　 非 　非
（山田伸吾 訳）

梗概　歴史の海の中に埋もれた愛憎情怨の一幕

　盲目の詩人ホメロスに次のような叙事詩がある。十年の長きにわたったトロイ戦争は，一人

の美貌の婦人のせいで引き起こされた。スパルタの王妃ヘレネはトロイの王子パリスを一目見

て惚れてしまい，彼に従ってトロイの城にまでやってくる。スパルタの大将軍アガメムノン

は，すぐに軍勢を引き連れて遠征し，最後にはギリシャ人が一匹の木馬を利用してトロイ城内

に攻め込み，焼き殺し掠奪しトロイの町は廃墟となった。この故事は「傾城傾国」とは何であ

るかを十分に解き明かしており，今日に至るまでトロイ戦争は様々な芸術作品の尽きない源泉

となっているのである。

　中国古代史の上でも，やはり漢王朝の一人の皇帝が愛情のために大戦争を起こし，あやうく

「傾国傾城」になろうとした事実があったが，しかし，儒者は「尊きもののためにはばかり」，

歴史家はこれを覆い隠し，説くのをやめてしまい，従って未だに明確な史書の叙述はなかった

のである。今日張家山漢簡などの新出の資料の整理がなされて，私たちは改めて曖昧模糊とし

た歴史記述をつなげて，長く埋もれていた一つの歴史事実を水面上に浮かび上がらせることが

できるようになった。

Ⅰ　漢初における匈奴との関係

　匈奴とは，今日の中国の北方草原地帯で活動していた古い遊牧民族であり，戦国時代に強大

となり，しばしば中原の国々と衝突し，この匈奴の侵入を防ぐために，秦，趙，燕三国は国境

の郡に長城を築き，秦の統一後は蒙恬が匈奴を黄河以北へと追いやり，彼らの伝統的遊牧地で

あった黄河以南の地区を占領し，さらに河套地区において「亭障」を修築するなどの工事を

行った。秦末及び楚漢が争った時には，匈奴はその虚に乗じて再び河南の地を回復した。漢

初，劉邦はかつて30万の大軍を率いて匈奴と平城（今の山西省大同）で戦ったが，かえって

冒頓単于の40万の大軍と遭遇して包囲され，陳平の密計を用いて漸く逃れることが出来た。

その後劉邦は婁敬の計を採用し，宗族の娘冒充公主を単于と娶せて匈奴と和親し，同時に毎年

酒麹，糧食，絹織物を匈奴に供給し，匈奴もまた漢に馬，ラクダを贈った。高帝９年 (BC198)
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より始まり，途中恵，文，景の三帝の50余年，漢と匈奴とはたびたび辺境で小競り合いを起

こし，文帝の時には一度都城長安付近にまで匈奴が侵入してきたことがあったが，ただ匈奴は

漢の財物を貪ろうとするだけであり，双方の関係は和親を基本とし，史書には「考景帝の時ま

では，匈奴は時には大小の掠奪は行ったが，大きな侵略はなかった」と記載されている（史記

p.2904）。

Ⅱ　武帝朝の対匈奴政策の転変

　漢の武帝の時期において漢と匈奴との大戦争が勃発した原因については，一般に考えられて

いることは，漢王朝に財政的準備ができ，その後に漢初以来絶えず侵略されてきた状況を改変

し奮起反撃したということである。元光２年 (BC133) 春，武帝は詔勅を下してこう述べた。

「朕は女性を着飾らせて単于に嫁がせ，金貨や美しい帛をたくさん贈った。にもかかわらず単

于は待命するも増長し，侵略をやめず，辺境は被害を被り，朕はこれを甚だ憂慮している。今

こそ軍事行動を起こして匈奴を攻めようと思うが，どうか」（漢書 p.162）と。しかしながら『史

記』「匈奴列伝」の記載はこれと同じではない。武帝は BC140年に即位したが，史書は次のよ

うに記している「今上（武帝）即位し，友好を明らかにし，厚く待遇し，関所における交易を

許し，豊富な物資を彼らに送った。匈奴は単于を始めとして皆漢に親しみ長城付近を往来して

いた」（史記 p.2904）。『漢書』「匈奴伝」には「武帝即位し，和親の約束を明らかにし，厚く

待遇して交易し，豊富な物資を彼らに送った。匈奴は単于を始めとして皆漢に親しみ，長城付

近を往来していた」（漢書 p.3765）と記載されている。武帝の建元６年 (BC135)，匈奴の軍臣

単于は和親を請い，御史大夫韓安国及び多数の朝臣は和親を得策として，武帝はこれを許し

た。

　その後漢と匈奴との関係が悪化したのは，漢王朝が画策した馬邑の謀からである。元光２年
(BC133) 大行王恢は，馬邑の谷間に兵隊を伏せておき，匈奴を長城内に誘い込む事を提案した。

漢は５人の将軍を派遣し30万人の兵を馬邑に駐屯させ馬邑の人聶翁壹に匈奴を誘わせて長城

内に入らせ，それを攻撃しようとした。漢の尉史が匈奴に捕らえられ策略を匈奴に洩らしたこ

とで，軍臣単于は途中で軍を引き長城外へと逃れ出た。「これより以後，匈奴は漢との和親を

断ち，街道筋に当たる砦を攻撃し，しばしば国境地帯に侵入して掠奪を働くようになったので

ある」（史記 p.2905）。

　これより漢と匈奴との大戦争の幕は切って落とされた。40余年の間（BC133‒BC90）に，漢

王朝は15次にわたって大軍を派遣して数千里を遠征して匈奴及びその同盟国を攻撃した。度

重なる出兵は国庫を空にさせ，財政は苦しくなり，軍事費を支えるために朝廷は「算商車」，

「塩鉄官営」，「算緡」，「告緡」，「白金」，「皮幣」，「榷酒酤」，「入銭贖死」，売「武功爵」等の施

策を実行し，兵員を集めるために秦始皇末年の政策「発七科謫」に習って罪人を従軍させた。

長年にわたる戦争は天下を騒がせ不安にさせ，各地で農民反乱を勃発させ，人口や馬匹は大量
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に失われ，社会経済は深刻な破滅的な状況に至った。

　武帝朝の発動した大規模な匈奴及び西方諸国との戦争を年代順に並べて見ると以下のように

なる。

　元光２年 (BC133)　兵員30万を馬邑に潜ませた。御史大夫韓安国を護軍将軍，衛尉李広を驃

騎将軍，太僕公孫賀を軽車将軍，太中大夫李息を材官将軍とした。

　元光６年 (BC129)　四将軍に命じて各々万の騎兵を発動して関所の交易所近くで「胡」を攻

撃した。車騎将軍衛青は上谷を出て龍城に至る。騎将軍公孫敖は，代郡から出撃。軽車将軍公

孫賀，雲中から出撃。驃騎将軍李広は，雁門から出撃した。

　元朔元年 (BC128)　車騎将軍衛青三万の騎馬を率いて雁門より出撃。将軍李息，代より出撃。

　元朔２年 (BC127)　将軍衛青，将軍李息，雲中より出撃して河南の地を収め，朔方，五原の

両郡を設置。

　元朔５年 (BC124)　車騎将軍衛青３万の騎兵を率いて高闕より出撃。蘇建，李沮，公孫賀，

李蔡の四将軍はともに朔方から出撃。李息，張次公は将軍となり右北平より出撃。青は拝され

て大将軍となり，封邑を加増された。

　元朔６年春 (BC123)　大将軍衛青は，公孫敖，公孫賀，趙信，蘇建，李広，李沮の六将軍を

率いて十余万の騎兵とともに定襄より出撃，月余，また再び定襄より出撃。封を益すことはな

かったが，千金を手に入れた。剽姚校尉霍去病は冠軍侯に封ぜられた。

　元狩２年春 (BC121)　驃騎将軍霍去病，万の騎兵を率いて隴西より出撃。封２千戸を益す。

霍去病は尊ばれ大将軍待遇となった。夏，霍去病，公孫敖とともに数万の騎兵を率いて北地よ

り出撃。張騫，李広右，北平より出撃。

　元狩４年 (BC119)　大将軍衛青，定襄より出撃，驃騎将軍霍去病，代より出撃，各将５万の

騎兵，歩兵及び運輸者は数十万。公孫敖，李広，趙食其が随行した。

　元鼎６年 (BC111)　浮沮将軍，前の太僕の公孫賀一万九千の騎兵を率いて九原から出撃した

が，匈奴一人とも遭遇しなかった。前の侯の趙破奴は，万余の騎兵を率いて令居から出撃した

が，これも一人の匈奴とも出会うことはなかった。（史記 p.2912）

　元封３年 (BC108)　趙破奴は兵を率いて匈奴の耳目となっていた楼蘭，車師を撃破した。

　太初元年 (BC104)　貮師将軍李広利を派遣して，天下の流刑人を徴発して西の大宛に遠征さ

せた。

　太初２年 (BC103)　浞野侯趙破奴２万余の騎兵を率いて朔方より出撃したが，全軍が壊滅し，

趙は捕虜となった。

　太初４年 (BC101)　貮師将軍李広利は大宛を破り，汗血馬を手に入れた。趙破奴は逃げ帰っ

た。

　天漢２年 (BC99)　貮師将軍李広利は３万の騎兵を率いて酒泉から出撃して匈奴を攻撃，将

軍公孫敖は西河から出撃，騎都尉李陵歩兵５千を率いて居延より出撃したが，敗れ匈奴に降っ
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た。

　天漢４年 (BC97)　天下の「七科の罪人」を発動して貮師将軍李広利は騎兵６万，歩兵10万

を率いて朔方より出撃，強弩都尉路博得は万余の人を率いて貮師と出会う予定だった。将軍公

孫敖は万の騎兵と歩兵３万を率いて雁門から出撃，游撃将軍韓説は歩兵３万を率いて五原から

出撃，不利な状況で，皆引き返した。

　BC133から BC90年に至る間の15次にわたる大戦を総合的に分析すると，以下に記すような

諸方面の特徴をもっていたと総括することができる。

　１）漢朝の大軍が伝統的な漢と匈奴との境界を越えていったことは，即ち農業地域と遊牧地

域の自然的な境界を越えていったことであり，匈奴の本拠地に当たる草原地区に深く入り込む

作戦であったということである。衛青の大軍は闐顔山（今の蒙古国内の杭愛山）に至り，霍去

病は国境を離れること二千余里，狼居胥山（今の内モンゴルの……）に至り，臨翰海（今のホ

ロンバイン）を登って帰ってきた。BC111年，公孫賀は九原（今の内モンゴルの……）から出

撃して二千余里，趙破奴は令居（今の甘粛省永登北）から出撃して数千里，漢と匈奴との戦争

はすでに辺境を守るための防衛戦争ではなくて，出撃して戦うことを主とし，追撃して匈奴の

戦闘力を撃ち，単于を捕虜にすることを目的とした奇襲であった。

　２）全国の物資と兵力を集中して，いかなる代価をも惜しむことなく，戦いに勝ち敵を殺し

手柄を立てることが唯一の目標になっていた。元狩４年 (BC119) 衛，霍両軍は塞を出て匈奴を

攻撃したが，その時官私の馬14万匹が軍に従って塞を出て，再び塞に帰ってきた馬は３万匹

に満たなかった。士卒の死者は数万人，大きな損害を被ったのである。太初元年 (BC104) 貮師

将軍李広利は６千の騎兵と郡国の無頼の少年数万人を率いて西征したが，遠路であり食が乏し

く，２年後敦煌にたどり着いた人員はただ10分の1, 2に過ぎなかった。太初４年 (BC101) 貮

師将軍李広利は６万人を率いて敦煌を出撃，牛10万頭，馬３万匹，別に驢馬，駱駝数万頭を

食料輸送のために引き連れ，私的な運輸に携わる人員も無数に含まれていた。後方の輸送線を

確保するために，さらに18万の武装兵士を動員して酒泉，張掖の北を守らせた。軍隊が帰っ

てきたとき，玉門関を入ることの出来たものは万余人と馬千余匹に過ぎなかった。天漢２年
(BC99) 貮師将軍李広利は３万の騎兵を率いて酒泉から出撃，匈奴を攻撃したが，匈奴の大軍

に包囲され，士卒の死者は２万人に近かった。

　３）偏った兵力の分配と，任務の設置によって，衛，霍，李が手柄を立てることを保証しよ

うとしたことは明らかであった。漢と匈奴との戦争における将軍は，外戚と皇帝の寵臣によっ

て主に担われていた。衛青は武帝の皇后衛子夫の弟であり，BC129年から７次にわたって将

軍，大将軍に任ぜられた。霍去病は衛皇后の姉の子どもであり，18歳の時から６次にわたっ

て匈奴攻撃に参加し，４次にわたって将帥に任ぜられた。驃騎将軍霍去病の率いる軍卒はすべ

て選び抜かれた勇士であり，「諸宿将の率いる士，馬，兵はまた驃騎におよばず，驃騎の率い

るところは常に選ばれたもの……諸宿将は常に不運，不遇に陥っていた」（史記 p.2931）。公
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孫敖は衛青の親友という関係で，BC129年から BC96年に殺されるまで，４次にわたって将軍

に任ぜられた。公孫賀は，衛皇后の姉の夫に連なるものであり，BC133から BC91年に自殺す

るまでに，７次にわたって将軍として出征した。将軍韓説は，武帝の佞臣韓嫣の弟であり，嫣

は，「騎射を善くし，佞（こびへつらい）を善くし」，武帝が「即位して，匈奴攻撃を行おうと

したとき，嫣は，以前から胡兵について精通していたので，そのことで益々尊重された」（史

記 p.3194）。江都王沖と衝突したことで，皇太后は嫣に死を賜わった。その弟韓説もまた武帝

の幸臣であり，匈奴との戦争の中でひとたび将軍となるや，「愛幸せられて，軍功を以て案道

侯に封ぜられた」（漢書 p.3725）。趙破奴は，霍去病の軍の司馬となり，全部で四度出征し，

三度将となった。漢の辺境の郡の名将程不識のような存在は，重用されることなく，匈奴が

「漢の飛将軍」と賞賛した李広は，匈奴との戦争に参加はしたが，ただ後将軍となったり，数

千の騎兵を率いただけであった。BC119年，李広は前将軍に任ぜられたが，捕虜の口から単于

の行き先を知り得た時，大将軍衛青はわざと李広に東の道から行軍するように命じて，自分の

軍と親友公孫敖の軍とが直接単于と戦うようにして，ちょうど侯を失っていた公孫敖に新たに

手柄を立てて侯に封じられる機会を持たせようとしたのである。ただ将軍達が排斥されただけ

ではなく，皇室の成員でさえも外に排除され，江都王はかつて上書して匈奴に出撃することを

求めたが，武帝の許可は得られなかった。

　もし衛，霍が騎士出身であり，大軍を指揮した経験がなかったとしても，それでもまだ一定

の軍事知識は備えていたわけだが，しかし，貮師将軍李広利は，武帝の寵愛する姫，李夫人の

兄であり，もとは遊女屋であり，BC104年の大宛遠征以来４次にわたって将として出撃した。

BC99年，貮師将軍李広利は３万の騎兵を率いて匈奴の右賢王を攻撃した。朝廷は別に李陵を

派遣して歩兵５千人を率いて「匈奴の兵隊を分散させ匈奴の兵が貮師将軍だけに向かうことが

ないようにさせた」（史記 p.2877）。武帝は軍事行動を配置する場合には５千人の士卒の生命

を惜しむことなく匈奴を誘うための餌として，匈奴の大軍を引きつけ，それによって貮師将軍

の率いる軍隊の安全の保障とすることさえやったのである。こう説明してもよい。武帝の時に

引き起こされた匈奴に対する戦争は，異民族の侵略に反撃し，漢王朝の尊厳を維持する要因と

なり，あわせて西方，北方の境界を開き土地を開拓したという点で一定の意義があったことは

確かだろうが，しかし，その主要な目的とは，結局のところ武帝の寵愛する女性の一族に戦争

で敵を殺して軍功を立てさせるためであったのである。

Ⅲ　漢と匈奴との戦争における三将軍の一族と武帝の情愛のもつれあった複雑な事情

　漢朝の対匈奴戦争において軍隊を率いた主要な将軍達は，衛と李の二つの家族に属してい

た。元光６年 (BC129) に武帝が衛青を車騎将軍に任じて以来，元鼎６年 (BC111) の浮沮将軍公

孫賀が騎兵を率いて九原から出撃した時までの18年間は，衛氏の家族が将帥に任じられてい

た時期である。太初元年 (BC104) 貮師将軍李広利を派遣して天下の罪人を動員して大宛に遠征
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させた時から，征和３年 (BC90) の李広利が７万人を率いて五原から出撃し匈奴に投降するま

での十余年間は，李広利が将軍の中心であった時期である。もし，武帝と後宮との情愛の複雑

な葛藤を観察すれば，すぐに次のことを発見することができる。将帥の出征と彼らが侯に封じ

られた時期とは，ちょうど後宮の皇位継承を巡る表と裏の闘争の過程を反映したものであった

ということを。

　武帝は景帝の長子ではなかった。劉徹（武帝）が皇太子に立てられる以前に，景帝は既に栗

姫の生んだ長子劉滎を皇太子にしていたが，栗姫が景帝の姉の大長公主の娘を嫁がせようとす

る要求に応えなかった事が原因となって，大長公主は一転して武帝の母王夫人と結婚の約束を

取り決め，娘の陳嫖を劉徹に嫁して一緒に栗姫を陥れる計画を立て，結局景帝は太子滎を廃し

て臨江王とし，王夫人を皇后とし，王皇后の息子の徹を太子にした，これは人によく知られて

いる故事「金屋蔵嬌」である。しかしながら，こうした政略的結婚は武帝の即位以後，危機を

生み出すことになった。武帝の姉の平陽公主はしきりに多くの良家の女子をその弟のところに

送り込もうとしたが，その目的はその女性が寵愛されることを手がかりとして朝廷での地位と

栄誉を手に入れることであった。衛子夫はもとは平陽公主の家の「歌姫」であり，偶然武帝の

目にとまって後宮に進み，「大幸（大いに愛され）」（史記 p.1979）せられて元朔元年 (BC128)

には長男劉据を生む。衛子夫が後宮に入ってから陳皇后の家族と衛氏の家族とはまさしく生死

をかけた争いを始め，大長公主は「青を捕らえて，これを殺そうとし」（史記 p.2922），陳皇

后は「衛子夫が大いに寵愛されているのを聞いて，怒りのあまり殆ど死にそうになることがし

ばしばあった」（史記 p.1979）。武帝自身は手をこまねいて傍観していることができず，最後

には先の朝廷の貴族であった陳氏が失敗し，元光５年 (BC130) 陳皇后は廃され，元朔元年
(BC128) には衛子夫は皇后にたてられることになり，これによって衛氏の勢力は呂氏以降の外

戚の一族として輝ける地位の最高位に到達した。衛青は侯に封ぜられ，そのまだ幼い三人の子

ども達でさえ侯に封ぜられ，衛皇后の姉の少児と前夫霍仲孺との間に生まれた息子の霍去病

は，武帝の身近に控える側近となり，また軍功によって冠軍侯に封ぜられ，衛青と霍去病とは

ともに大司馬となったのである。

　表面を見る限りにおいて，衛氏の家族の身分地位の変化は赫赫たる軍功に由来しているよう

に見えるが，しかしながら，天下の人々は皆「（衛青）将軍が，手柄がさして多くないのに自

らは万戸の食録で，三人の子どもが皆侯に封ぜられた理由というのは，ただ皇后の力によるも

のである」（史記 p.2929）ことを知っていた。次のような嘆きを歌った民謡がある「男を生ん

だとしても，喜んではならない，女を生んだからといって怒ってはならない，ただ衛子夫が天

下の実力者になっているのを見ていないのか」と。（史記 p.1983）

　元朔６年 (BC123) 前後のこと，武帝の寵妃に王夫人がいた。衛青は甯乗の計画に従って，五

百金で王夫人の家族に働きかけて好みを通じて武帝の賞賛歓心を買おうとしたが，しかし王夫

人は夙になくなってしまい，彼女の在世中は未だ衛氏の家族及び衛太子の地位に対する実質的
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な脅威とはならなかった。元狩６年 (BC117)，王夫人の子供閎は立てられて斉王となったが，

しかし８年後になくなった。

　武帝が一生の中でもっとも忘れがたかったのは，「妙麗善舞」（漢書 p.3951）の李夫人であっ

た。しかし惜しむらくは李氏が「わかくして，夙に卒した」ことである。李夫人の病篤かりし

時，かつて「王（昌邑王）及び兄弟のことを武帝に託した」（漢書 p.3951）。李氏の卒するに

至り，武帝は彼女を皇后の儀礼で葬り，夫人の兄の李広利を貮師将軍にした。

　二十年にわたる大戦争を経過して，漢も匈奴もともに甚大な損害を被った。元定３年
(BC104) 以降は，漢は「匈奴を撃たず，匈奴もまた国境内に侵入せず」（史記 p.2912）で，十

年間は双方とも大きな戦争はなかった。太初元年 (BC104) から再び戦争がはじまり，武帝は貮

師将軍李広利を遣わし天下の罪人を動員して大宛へと遠征させた。太初４年 (BC101) 貮師将軍

李広利は大宛を破り，汗血馬を手に入れた。天漢２年 (BC99)，貮師将軍李広利は３万の騎兵

を率いて酒泉から出撃して匈奴を攻撃，将軍公孫敖は西河から出撃，騎都尉李陵は歩兵５千人

を率いて居延から出撃した。天漢４年 (BC97) 天下の七科の罪人を徴発して，貮師将軍李広利

は騎兵６万，歩兵10万を率いて朔方から出撃，強弩都尉路博得は万余人を率いて貮師と合流

した。将軍公孫敖は万の騎兵及び歩兵３万を率いて雁門から出撃，遊撃将軍韓説は歩兵３万を

率いて五原から出撃したが，戦いに利あらず，皆引き返すこととなった。

　貮師将軍李広利は五年間に大軍を率いて頻繁に出撃したが，なお未だ侯に封ぜられるに値す

る戦果を挙げることができず，天漢４年 (BC97) 春には20余万の大軍を率いて再び出撃したが，

戦いに利あらずで，武帝はついに待ちきれなくなって，李夫人の子を立てて封じ昌邑王とし

た。

　武帝が昌邑王を立てたその意図が太子を廃して別に立てることに在ったのかどうかについて

は，明確な史書の記載はまだ発見されていないが，しかし，衛氏の家族の勢力が削られ弱体さ

れていたことには証拠がある。これより先，衛青の長男宜春侯伉は，元鼎元年 (BC116) に「矯

制不害（朝命と偽ったがさしたる実害がなかったため，侯を退けられた）」ということがあっ

たが，新たに出土した張家山漢簡の『二年律令，賊律』の法文によれば，「矯制害者，棄市，

不害，罰金四両（朝命と偽った者で害が有った場合は，殺されて晒される，害なき場合は罰金

四両）」（張 p.135）とあり，衛伉の処罰は明らかに法律の規定よりも重かった。ついで衛青の

次男陽安侯不疑と発干侯登は，元鼎５年 (BC112) の酎金の事件で不敬罪にふれて侯の位を失っ

た。長平侯を継いだ衛伉は，天漢元年 (BC100)「闌入宮，完為城旦（労役刑）」に坐して，罪

人に落とされた。昌邑王が立てられた翌年に，漢は年号を改めて太始元年 (BC96) としたが，

この場合の「始」とは，当然改めて開始するという意味である。正月，衛青に命を救われた恩

があり，かつて衛・霍の五度にわたる遠征に随行した将軍公孫敖は妻の巫蠱の罪に連座して，

腰切りの刑に処せられ，最終的に衛氏及びその一族を壊滅させることとなる巫蠱の禍が，まさ

しくここに幕を切って落とされる（まさしく「始まる」）こととなった。
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　巫蠱の禍が引き起こされたのは征和２年 (BC91) であったが，衛氏及びその一族の勢力を排

除しようとする動きは実質的には BC96年からすでに始まっていた。史書のこの事件の原因に

ついての解釈は，こうである。……武帝は年老い判断力を失ったこと，衛皇后及び太子据が寵

愛を失ったこと，江充と太子との個人的な恩怨などが原因であり，この一連の事件は，臣下が

互いに功を奪い合うことが生み出したもののようであり，武帝の個人的な意向とは本来は無関

係である，と。『漢書武五子伝』に言う，「武帝の末年，衛皇后は寵愛が衰え，江充が権力を

握っていた。充は太子及び衛氏と仲違いし，皇帝に万が一のことが起こった場合には太子に殺

されると心配していた時に，巫蠱の事件に遭遇し，充はこれを利用して悪だくみを行った」

（漢書 p.2742）。しかしながら，李広利が貮師将軍に任ぜられて頻繁に軍を率いて出征した経

歴と衛，霍が軍功によって出世していった経歴とを対照してみると，武帝が李氏の一族をもり

立てようと配慮していたことは明らかであり，決して江充がこれを利用して悪だくみを行った

ということではない。征和２年 (BC91)，巫蠱の大獄が起こり，丞相公孫賀父子の事件は都の

大親分であった朱安世が逮捕されたことから始まり，安世が獄中から上書して丞相家族の秘密

を告発し，公孫の家族は族滅させられた。しかし，『二年律令，告律』の法文によれば，「齢

10才に満たない関係者，城旦舂（朝から夜までの労役），鬼薪（伐採の労役）白粲（女性に対

する米引きの労役刑）が人を告発することは，皆許してはならない」（張 p.151）とあり，こ

の法律によれば囚人が獄中から上書して人を告発することは許されていなかった。同じく武帝

朝において，灌夫が丞相田蚡に罪を得て，灌夫は逮捕され，「諸灌氏皆逃げ隠れ，灌夫は獄に

つながれていて，結局武安侯の秘密を告発できなかった」（史記 p.2850）。獄中の囚人朱安世

が法律の規定からはずれて丞相を告発することが許されたのであれば，彼にその特権を与える

ことができたのはただ武帝だけである。この後，李広利の親族である劉屈氂が丞相に任ぜら

れ，衛皇后の次女及び衛青の長男伉，衛氏の旧主平陽侯曹宗らは皆誅殺され，武帝の広げた衛

氏の一族を捕らえる大網は徐々に縮められて，衛太子を排除するのはすでに時間の問題だった

のである。

　BC91年７月，衛太子一家を族滅する結果となった巫蠱の禍は幕を閉じたが，すべてを舞台

裏で指揮していたのは武帝であった。巫蠱を捜査するために，武帝は幸臣按道侯韓説，衛太子

の動向を密かに調査し続けていた黄門蘇文などを派遣して江充に協力させた。もし江充と太子

とが仲が悪かったとしても，韓説はかねてから武帝の腹心であり，宦官の蘇文はかつて衛太子

を誣告したがうまくいかなかった。もし，この二人が武帝の賛意を得ないで，常識的な道理に

よって判断したとしたら，武帝の晩年に皇太子に手を下すことなどしなかったであろう。もう

一つの細かな事柄は十分に人の興味をそそる。江充が太子の宮殿の中で桐の人形を掘り出した

時，「上（武帝）は，病気で甘泉宮に在ったが，皇后及び家吏が様子をお伺いしたが，皆返事

がなく，上（武帝）がそこにいたかどうかはわからなかった」（漢書 p.2743）ということであ

る。武帝は陰謀を企て，身を局外において，衛太子と皇后とが緊急事態に訴えることができな
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いように無理に追い込んで疑惑を生じさせ，衛太子が罪に問われて死んでいくことに甘んじる

ことなく破れかぶれになって一か八かの勝負に出ようとした時には，武帝は直ちに甘泉宮から

長安城西の建章宮に赴き，自ら戦いを指揮したのである。その前の病気が嘘か誠かはこれで

はっきりするというものである。

　巫蠱の乱以後，皇位継承者を巡る新しい戦いが開始される。太始４年 (BC94) 武帝の寵愛す

る趙倢伃は息子弗陵を生み，弗陵は武帝の愛好を受けることになり，鈎弋（倢伃）の宮門を堯

母門と呼ばせた。かくて李氏一族は別の競争者と向き合うこととなった。武帝は，征和３年
(BC90) 以前と同様に貮師将軍李広利を派遣して７万人を率いて五原から出撃させた。御史大

夫商丘成は２万人を率いて西河から出撃，馬通は４万の騎兵で酒泉から出撃した。貮師将軍李

広利は，既に地下に眠る李夫人が生き生きと色香を振りまく趙倢伃と寵愛を争う方法はないこ

とをはっきり意識していたので，出兵する時見送りに来ていた丞相劉屈氂と密かに昌邑王を立

てて皇太子にすることを話し合った。しかし図らずもその情報が漏れてしまい丞相劉屈氂の家

族と貮師将軍の家族とは巫蠱の罪によって獄につながれてしまった。李広利はそれを聞いて手

柄を立てようと深く匈奴の地に侵入したが，敗北して匈奴に降伏し，家族は滅ぼされ，李氏一

族は結局衛氏の家族の栄華の地位には就くことができなかったのである。

Ⅳ　良賎身分制のもとにおける衛，李，趙家族の微賎の地位

　司馬光は武帝が李広利を将軍にしたことについて次のように論じている。「武帝は寵愛する

姫の李氏を侯としようとして，李広利に兵を率いて宛を撃たせたが，その気持ちとしては手柄

がなければ侯としないと考えていたわけで，高帝の決めた約束に背くことは望んでいなかった

ということである。そもそも，軍事的な遠征というのは国の大事であり，国の存亡，民衆の生

死に関係している。もし賢愚を選ぶことなく軍旅の大事をあずけ，偶然にしか手に入らないわ

ずかな手柄を名目として自分の愛する者の利益を計るのであれば，それよりは，手柄がないま

までも侯を与えることの方がましなのである。それなのに武帝は国を封ずるという点ではその

正当なる根拠にこだわったのだが，将軍に任ずるという点では何の考慮も払わなかったのであ

る」（通鑑 p.700）と。司馬氏のこの論は，漢朝の制度と武帝の個人的品性を考慮してないと

いう点で誤っている。以下，この点を分析していく。

　「史記・外戚世家」に言う「尹倢伃の一族がことのほか寵愛されたが，しかしそれらは皆娼

妓としてお目通りしたのであって，王侯有土の士の娘でなくては皇帝の配偶者とはすべきでは

ない」（p.1981）と。この段の内容は褚先生の補ったところであり，太史公の原文ではないが，

却って漢朝社会の重要な礼制の実態を伝えている。漢初の外戚で手柄もなく侯になったものと

して薄太后の弟薄昭が軹侯に封ぜられ，竇太后の弟広国が章武侯に封ぜられ，甥の彭祖が南皮

侯に封ぜられ，王太后の兄信が蓋侯に封ぜられ，弟田蚡が武安侯に封ぜられ，田勝が周陽侯に

封ぜられ，太后の父母が，既に死去していたにもかかわらず侯及び君に封ぜられたことがあっ
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たが，しかしながら礼の制度から考えてみると，外戚を侯に封ずるのは皇后の親族を尊寵する

ためではなく，実際のところは事後的に手当てする措置にすぎず，皇帝の妻の親族を名目の上

で侯に匹敵する身分地位を持たせようとしたに過ぎず，高祖と諸将とが約束した，軍功なき者

は侯に封ずることは出来ないというものとは，本質的に同じではない。

　漢代の列侯を皇女の夫とするのが通例となっていたのは，貴族の間でその等級を考慮して配

偶する婚姻の礼制によるものであり，武帝の初期には「その時外戚の諸家は列侯であり，列侯

は多く皇女を妻としていた」（史記 p.2843）のである。貴族だけではなく，この社会のあらゆ

る人々が各自の社会身分等級に制約されていたのであり，大きな区分としては良，賤つまり平

民と奴隷の二つの階層に分かれていた。『二年律令・雑律』には「民で奴隷の妻となり，子を

なした場合，その子は奴隷の主人に与えられる。主人と奴隷の女が通じ，或いは他の家の奴隷

の妻となって子をなした場合，その子はその女の主人に与えられ，皆奴隷となる」（張 p.158）

とある。この法律文によれば，父か母かに関わりなく，一方の身分が奴隷であった場合は，そ

の子供の身分は等しく奴隷となるのである。

　班固は，『白虎通徳論・嫁娶』において婚姻における良賎身分について論じて次のように述

べている。「妾を正式の妻としないのは何故か。人が子孫を持つ場合，子孫が尊貴になること

を望むのが義（筋）であり，義（筋）として賎の身分の人との婚姻を求めてはならない。『春

秋伝』にいう，二国来たりて媵（嫁の付き添い）をするのは，士との婚姻を求めるべきであ

り，妾である人を求めてはならない，とは何のことだろうか。士とは，つまり尊貴に進んでい

く始まりであり，賢者は士に止まってはいないが，妾はたとえ賢者であっても婚姻をなすこと

ができなかったのである」（白虎通徳論 p.72）。班固のいう「妾」とは，まさしく「婢」つま

り良賎制の中での賎を指し，士（公士）とは良賎制の中で良人の最低の等級であり，「婢」の

子供は皆「賎」であるために，「妾をめとらず」とは「婢」を正妻にはできなかったというこ

とである。

　景帝の時，大行皇帝が奏上して太子の母栗姫を皇后に立てたが，その時に『公羊伝』の「子

は母の故に貴，母は子の故に貴」を引用し，同じく皇子とした。個人の身分地位は生母の身分

と相関しており，漢朝では常に良家の子女を後宮に入れ，文帝の竇皇后などは，まさしく良家

子であることで選ばれて代王の後宮にはいることになったのである。歴史家たちは言葉を濁し

て明言することはなかったが，事実としては，武帝が寵愛した衛，李，趙の三つの家の身分は

「賎」であり，皆奴婢の出身であった。

　衛夫人は「微賎に生まれた」（史記 p.1978）とあり，微賎の出身であった。その母衛媼は武

帝の姉の平陽公主の家僮であり，鄭季と私通して衛青を生み，「青は侯の家人」とは平陽公の

家奴であったということであり，だから「正妻の子供たちは皆彼（衛青）を奴として扱い，兄

弟の数の中に入れなかった」（漢書 p.2471）ということであり，青自身が「人の奴の生まれで，

鞭で打たれたり罵倒されなければそれで満足だ」（漢書 p.2472）と述べたのであり，青の同母
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の姉の衛子夫の身分もまた奴婢だったのである。

　李延年は武帝の寵愛した李夫人の兄であり，「父母及び自分，兄弟及び娘は皆もと芸人であ

る」（史記 p.3195），『漢書・外戚伝』では「李夫人はもと歌姫として進み」とあり，身分は官

府の中で歌舞にたずさわる奴婢であり，李氏自身が「容貌がよかったために微賎の地位から引

き立てられ皇帝陛下に寵愛された」（漢書 p.3952）と述べている。

　鈎弋夫人趙氏と武帝とのつかの間の情愛は一つの美しいロマンから始まった。武帝が河間

（今の河北）を巡狩していた時，占い師がこの地には美しい娘がいると予言した。趙氏の女が

やってきた時には「両手を握っていて」武帝自ら親しく「これを開き」，女は両手をすぐにの

ばし「これより寵愛された」（漢書 p.3956）のである。『漢書昭帝紀』には「母は趙倢伃とい

い，もともと，不思議な出来事のあったのがもとで寵愛された」（p.217）とある。この「奇跡」

を演出した黒幕は趙の父である。「これより先，その父は罪があって宮刑に処せられ，中黄門

となり，長安に死す」（漢書 p.3956）とあり，史書は昭帝の母であることをはばかって，趙倢

伃本人の身分を明らかには記載していないが，『二年律令・収律』によれば，「罪人で完城旦

舂，鬼薪以上の罪，及び腐刑に処せられたものは，皆その妻，子供，財産，田宅は没収され

る。その子供に妻や夫があり，一家を構え，官爵があるもの，及び17才以上である場合，人

の妻となり離婚されて独り身になっているものついては，没収されることはない」（張 p.156）

とある。趙の父が宮刑を受けた原因は不明だが，「姦罪」を犯した以外はで，司馬遷のように，

死刑となるべき罪人でお金で罪をあがなうことできずに「蚕室に下される」可能性がある。ま

た宣帝の皇后の父許広漢のように「行幸に従いながら盗みをしたと役人に弾劾され死罪に該当

したが，詔がありそれに応えて蚕室にくだされた」（漢書 p.3964）というような可能性がある

が，いずれにせよその身分が刑罰を受けた罪人であったことは疑いない。漢代の女子の婚姻は

多く14, 5才であったが，このように趙倢伃が武帝に出会う前の身分は，李夫人と同じように

官府の中の奴婢であり，同じように奴婢の生んだ男女は，やはりまた官に没収された官奴で

あった。武帝の宮中で宦官として務めていた趙の父は，武帝が「傾城傾国」美女に惑わされる

ことをよく知っていて，自らの家族の卑賤の地位を変えるべく，占い師と結託して娘と歩調を

合わせ，神仙方術に惑わされていた武帝を深く信じこませるこの上なくすばらしい一幕を演出

した。

　武帝の陳皇后の母は文帝の娘であり，その父の家系は堂邑侯陳嬰から出ており，その身分が

尊貴なものであるのは言うまでもない。武帝が陳皇后を廃した理由は子がなかったからであ

り，衛子夫を立てた理由は長男据を生んだからである。そして匈奴征伐戦争を起こし衛氏を特

に尊重したのは，ただ単に衛子夫を寵愛していたことによるのではなく，その上さらに皇子据

の身分地位が関係していた。武帝は，30才近くになってはじめて子供を得たのだが，それ以

前の宮廷内では，皇位継承者を巡る幾多の裏舞台での陰謀があり，武安侯はかつて淮南王安と

密談して言った，「皇帝陛下にはまだ太子がいない。大王様（あなたさま）は最も賢く，高祖
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の孫であります。もし陛下が亡くなられた時には大王が即位なされなければ誰が即位するので

しょうか」。（史記 p.2855）前朝廷の貴族と外戚一族の野望に直面して，武帝はその母の家が

社会の底層の奴婢身分である長男の皇子を保護するために，その親族を尊貴な地位へと引き上

げざるを得なかったのであり，その朝廷内部での権力と地位を構築し，絶対的に優位なものに

する必要があったのである。戦国時代の「変法」以来，朝廷は軍功を厚く賞し，漢初の列侯の

大部分は，楚漢の戦争で軍を率いて城を攻め地を略したことで受封したのである。外戚であっ

た呂后の二人の兄もまた「皆将軍となり，征伐に従った」（漢書 p.3937）のである。武帝は，

衛氏に奴婢身分から抜け出し大量の封戸を受けさせるためには，前朝の伝統と漢家の制度に

依って，衛青と霍去病を派遣して将軍とせざるを得なかったのであり，その軍功にかこつけて

その食封を万戸にし，官は大司馬，大将軍にいたらしめ，その勲功の地位を陳皇后の家族など

の旧貴族よりも高くしなければならなかったのである。

　武帝の対匈奴戦争の真の目的とは，衛氏を封じ侯とすることにあったのであり，布陣し兵を

配置するという措置もこの目的を達成するためのものであった。斉の人主父偃が最初大将軍衛

青のもとに身を寄せた時，まだ任用されていなかったが，後皇帝陛下に上書して，匈奴討伐を

諫めた。しかしながら，武帝と会見してからはすぐに初志を改め，偃は盛んに次のように主張

した，朔方の地は肥沃で，外とは黄河で隔てられ，蒙恬はここに城塞を築いて匈奴を追い払い

ました。内側では糧食の輸送と軍の守備を省き，中国を広くし，匈奴を滅ぼす拠点になりま

す，と。公卿たちは皆その利便でないことを指摘したが，「主父偃は，盛んにその利便を言い

立て，皇帝はとうとう主父の計画を採用して朔方郡を立てた」（史記 p.2961）。元朔元年
(BC128) 秋，衛青は河南の地を占領して，朝廷は「ついに河南の地を以て朔方郡として，三千

八百戸を以て青を封じて長平侯とした」（史記 p.2923）。『漢書外戚恩沢侯表』には長平侯衛青

について「軍を率いて匈奴を攻撃して朔方侯を手に入れた」（p.686）と記している。朝廷は人

が定住していない匈奴の遊牧地に郡を設置し城塞を築いたのだが，その目的は，このことにか

こつけて衛青が漢朝のために領土を拡大したという手柄を実現させるため以外のものではな

く，史書は「衛皇后を尊立するのにも，燕王定国の秘密を暴くのにも，確かに偃は手柄があっ

た」（史記 p.2961）と記している。ここで指摘されている手柄とは，まさしく朔方郡を設置す

ることと兵隊を派遣して城塞を築くことを提案したことに他ならないだろう。

　貮師将軍李広利が軍を率いて出征し匈奴を攻撃した目的とその経緯は，まさしく衛氏の一族

と同じ轍を踏むものであったが，違っていた点は，数十年の大戦を経過して漢朝の財力，人力

は消耗し尽くしていたことと，さらには李広利がもともと武帝の身近で舞い歌う芸人に過ぎず

指揮能力を欠いていたために，何度も出兵したにもかかわらず，ついに武帝の気持ちを満足さ

せることができなかった，ということである。

　衛青が尊貴の地位についた後，平陽公主に青を夫にという提案がなされたことがあったが，

公主は「この男は，我が家の下僕出身で，外出する時に馬に乗って私のお供をさせていたもの
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に過ぎません。どうして夫になどできましょうか」（史記 p.1983）と述べたとあるが，これま

での史書の読み方では，この言葉の中に含まれている意味を正確に理解してきたとは言えない

だろう。現在『二年律令・雑律』を読むと「奴取（娶）主，主之母及主妻，子以為妻，若与

奸，弃市，而耐其女子以為隶妾。其强与奸，除所强」とある（張 p.158）。衛青がもともと平

陽公主の奴の馬使いであり，いつも公主に付き従って出入りをしていたものであり，後に侯に

封ぜられて高貴身分となってはいたが，昔の奴と主人の関係が平陽公主を不安にさせたのであ

り，司馬遷の記述の仕方には，武帝の寵愛した衛氏の家族と皇族であった平陽公主に対する風

刺が隠されていたのである。

　司馬光は，「武帝は国を封ずるという点では見識を持っていたが，将を任ずるという点では

見識がなかった」と述べているが，この批評は史実からは遠い位置にあると言わざるをえな

い。武帝が封国を授ける場合は，授ける封国は父や祖父，高祖が封じた国にかかわるものであ

り，同じく劉氏であるとはいえ，気持ちは既に離れており，封地，封戸を回収し利益を再び朝

廷或いは自分の寵愛する人に与えたのであり，時の皇帝が国家の利益財産を改めて分配したに

過ぎない。武帝の匈奴戦争における武将の配置は外戚の一家を尊重するという目的のためであ

り，戦争は手段に過ぎず目的ではなかった。それ故，たとえ勇猛な将軍大将が朝廷にいたとし

ても，要職につくことなどできなかったのである。

終曲　古稀の皇帝が位を幼子に伝える

　鈎弋夫人が昭帝を生んだ時武帝の年齢は既に70であった。よたよたと歩き始めた幼児を眺

めながら，武帝は「甚だこれを愛し，心の中では皇太子に立てようと考えていた」（漢書

p.3956）。ちょうど武帝が李と趙の間でためらいどちらとも決めかねていた時で，朝臣江充，

佞幸韓説，黄門蘇文などが既に武帝に皇太子を変える意志があることを推測して，あおり立

て，征和２年 (BC90) に衛太子を陥れた「巫蠱の禍」をでっち上げた。両者が交戦し，長安の

町では数万人が死に，血は河となって流れ，衛太子は自殺する。二年目 (BC90) には，李夫人

の兄の貮師将軍李広利が十余万の兵を率いて匈奴に投降し，李夫人の子昌邑王もまた一年あま

り後 (BC88) に他界した。甘泉宮に病臥しすでに黄泉の国へ旅立とうとしていた武帝は，寵愛

する人の家族の社会的地位を変えるために父祖両代にわたって蓄積してきたすべての国家財産

を使い切り「海内虚耗，戸口半減」した匈奴との大戦を振り返り，自ら植え，自ら刈り取るこ

とになった衛，李の外戚勢力に向き合って，心の中では何を感じ取っていたのであろうか。

　衛太子及び寵姫王夫人の息子斉懐王，李夫人の息子昌邑哀王の死後，武帝にはなお三人の子

供がおり，燕王，広陵王は既に成人しており，社稷の安定のためには本来は年上の子供を太子

に立てるべきなのであるが，ただその母は寵愛を失っており，武帝もまたこの二人の中の一人

に皇位を伝えようとは考えていなかった。病床に苦しむこと一年あまり，武帝は，四十年来寵

愛する女性を処遇してきたやり方を一変させ，命令して鈎弋夫人を死刑にして，「武帝のため
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に子を産んだものは，その子が男であれ女であれ，その母が譴責されて殺されなかったものは

いなかった」（史記 p.1986）ということになった。武帝はこれについて呂后の事件の再発を防

ぐためであると自己弁解したが，しかし呂后が乱を起こしたのは諸呂を王として封じ，呂氏に

軍権を掌握させたことに由来するのであり，武帝がもし本当にこうした遠謀深慮を持っていた

とするならば，どうして外戚である衛，李の一族を将軍に取り立て，外地に遠征させ万戸の侯

を授けたのであろうか。ましてや，年長を棄て幼少を立てたことは，まさしく外戚が権力を弄

ぶ格好の条件を提供したのである。こうした武帝の晩年の行動についての唯一の解釈は，武帝

にとっては晩年においてもなお「愛」が皇位継承者を選ぶ原則であったということであり，た

だ，その「愛」はもはや寵愛する女性に向かうことがなく，「我に似た」幼子に向かったに過

ぎない。愛する子供の権威を維持するために自分がもはや必要としなくなった女性を殺したの

である。この時，趙倢伃の一族の身分地位は卑賤であったのだけれども，しかし武帝は既に再

び軍功によって愛する女性の一族に栄華と財産を与えるような時間の余裕がなく，ただ趙倢伃

を殺しそれによって趙氏の一族が皇太后を利用して権力と地位を手に入れようとする拠り所を

根絶したのである。もし，人間性に従って論ずるとすれば，昭帝はなお年幼く，子供の時に母

を失い父に死なれ，変転きわまりない権力闘争の中に身を置くこととなり，武帝の晩年の行動

は，歴史家の賞賛する「昭然として遠くを見る」（史記 p.1986）ように褒め称えられるもので

あったのかどうか。

　BC87年春２月武帝は長患いのせいで起きあがれなくなり，乙丑の日に８才の劉弗陵（昭帝）

を立てて太子となし，二日後に帝は崩御した。詔を受けて昭帝を補佐したのは霍去病の同父異

母の弟，霍光等であった。その後霍光の娘婿上官桀は皇帝の姉蓋長公主と共謀して漸く６才に

なった自分の娘を立てて皇后とし，霍光は孫娘に子を持たせるために，昭帝と宮女との接触が

できないようにし，この伸長1.9 m の青年皇帝を23才で死んだ後跡継ぎがないようにしてし

まったのである。いくらかの曲折を経て，18才の衛太子の孫劉病已（詢）が霍光に立てられ

て帝となった（宣帝）。巫蠱の禍から18年，皇位はついに再び衛氏の手の中に帰ってきたのだ

が，もし茂陵に一人眠る武帝が黄泉の国でこのことを知ったとしたら，このような大変な結末

になったことに対してどのような感想を抱いたことであろうか。

　匈奴との数十年にわたる大戦争について，昭帝の時に開かれた塩鉄の会議の席上で，賢良が

発言して次のように述べた，「今民衆が囂々として中も外も安寧な生活ができないのは，その

罪は匈奴にある。内は家を守るものがなく，外は田畑の蓄積がなく，よい草と水を求めて遊牧

生活をするのが，匈奴の変わらない仕事であり，そのため中国が騒動に見舞われるのである。

風のように集まり，雲のように散っていく，これに近づけば逃げていき，攻撃すれば散り散り

になる，一代で攻め滅ぼすことはできない。……出兵する兵が少なければ役目を果たせない

し，多ければ民衆がその任務に堪えられなくなる。煩わしい役目で力は疲れ果て，多くの力を

使えば蓄えは乏しくなる。この二つが続けば民衆は恨みを積むだろう」（『塩鉄論校注』p.445‒



愛のための戦い

45─　　─

446）と。北方へと向かって開拓されていく居延，河套地区は気候が寒冷で農耕には向いてい

ない。社会の巨大な人力，物力を投下しても，いつも自給自足すらできないのである。それで

後漢の末には，中原を根拠とする王朝の統治は麻痺し，後方の農耕地区からの供給が絶たれて

しまい，この地域は再び遊牧民の支配下に帰することとなった。昭帝の時，西方の鄯善に対し

ては宮女を贈って和親を求めたりしたが，中原の王朝は，農耕したり遊牧したりという西域の

地区に対してはずっと有効な支配は実施できなかった。

　『史記匈奴列伝』において太史公は述べている，「孔子が『春秋』を著述するに際しては，隠

公や桓公の時のことは記載がはっきりしているが，自分と同時代の定公や哀公のことになると

記載が隠微で明瞭ではない。その時に当たってあまりに切実な文章であるため，批判をさけて

言辞を憚ったためである。……堯は聖賢ではあったが，事業を興しても成就できなかったが，

禹を配下に持つことにより中国全土が安寧になったのである。聖賢の事業を引き継いでいこう

とするのであれば，ただ将軍・大臣の選任にこそ問題があるのである，ただ将軍・大臣の選任

にこそ問題があるのだ」（史記 p.2919）と。司馬遷は武帝と同時代の史官であり，儒家の歴史

叙述の伝統に従って，歴史記述していく場合には，ただ「微」の精神に則ったのであり，簡略

を原則となし，それ故「忌諱」（表現を憚る）し，武帝の匈奴に対して発動した戦争の真の目

的については明確には記載できなかったのだが，彼は列伝の最後で重ねて「ただ将軍・大臣の

選任にこそ問題があるのだ」と嘆き，武帝が自分の寵愛する女性の一族を将帥に取り立て何度

も大きな戦争を起こしたことについて批判的な態度を表明したのである。

　班固は『漢書武帝紀賛』では，極力武帝の「稽古礼文（古の礼文を尊重する）」の功業を賞

賛したが，その武功については婉曲な批評態度を取っていた。「武帝の雄才大略の如きは，文

帝，景帝の恭倹な姿勢を改めることなく民衆を救ったのである。『詩経』『書経』に称えられて

いることも，これ以上のものではない！」（漢書 p.212）と。孟堅（班固）は，前漢を隔たる

こと遠くない時代の人であり，武帝の長年の匈奴に対する戦争の背景と目的をすべて知ってい

たし，また戦争が社会経済民生に及ぼした巨大な損害も知っており，学術的立場は司馬遷と異

なってはいたのだが，武帝の大戦を発動したことについては司馬遷と同様に賛辞を呈すること

はなかった。

　司馬光が『資治通鑑』を編纂した時，北宋王朝と北方遊牧民の地方政権との関係は緊張して

おり，北宋は国が貧しく軍隊は貧弱で，常に守勢を取っていた。司馬光が『通鑑』を編纂した

意図は，古を鑑として今を知ることにあり，古の出来事を叙述することに現在の気持ちを託し

たのであるが，武帝の時代の中原王朝が千里を長駆して匈奴を攻撃した活気ある世の中には，

好意を寄せその時代を懐かしんでいる。だから武帝の事跡に対しては大部分ははばかり擁護し

ごまかしてしまい，巫蠱の禍では江充の責任を問い，李広の将軍としてのあり方についても

「滅びざるを得ない」と論じたのである。『通鑑』では，征和２年に，武帝が，衛太子が征伐を

諫めたことに関して大将軍に語った言葉を記している，「漢朝は万事が創業の時であり，加え
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て四方の蛮族が中国に侵略してくる。朕が制度を変更しない限り，後世は無秩序となり，軍を

出動して征伐しない限り，天下は安定しないが，これを行えば，民衆を苦しめることになる。

もし後世再び朕の行うようなことを行えば，亡秦の轍を踏むことになる」（通鑑 p.726）と。

この件の記載は『史記』『漢書』には見えず，『通鑑』は武帝の口吻を借りて直接漢と匈奴との

大戦争を弁護しているのだが，この記述内容を様々な史実を調べても正確なところはわからな

い。衛氏の一族がこの戦争によって奴婢の身分から抜け出て尊貴の地位を手に入れたとすれ

ば，衛太子に匈奴を攻撃することを諫めるなどという理由があるのだろうか。武帝が改めて皇

太子を立てたのは専ら武帝個人の私的な愛情に起因しているが，司馬光は逆に衛太子と武帝と

が政治的な見解において一致していなかったことをしきりに強調している。太子に自ら賓客の

もとに通わせ自由放恣にさせた上で「正直は親しみ難し，諂諛は合い易し」（通鑑 p.734）と

記し，奸臣に乱を起こさせるに至り，「太子が終わりを全うできなかったのも当然である」と

記しているが，こうした記述から考えれば，司馬光がこの書物を通して武帝を憚り擁護する意

図があったことは明らかである。

　『通鑑』はまた次のように言っている，「衛青が死んでから，臣下の中で再び外戚の力を回復

し，衛太子据のために働こうとする者はなくなり，ついに太子を陥れようとしたのである」

（p.727）と。しかし『史記』『漢書』では両書とも次のように記載している，元狩４年 (BC119)

以後「大将軍の友人や門下の人は衛青のもとを去り驃騎将軍（霍去病）に仕えて，それで官爵

を手に入れた」（史記 p.2938）（漢書 p.2488）と。衛青が権勢を失ったのが死ぬ前からであっ

たことがわかる。さらに衛青は，蘇建が賢大夫を推薦することを提案したのに対して次のよう

に答えた，「魏其侯，武安侯が賓客を厚遇して権勢を張って以来，皇帝は常に歯ぎしりして無

念がっている。士大夫と親しく接し，賢人を招き不肖のものを退けるのは，人君の権柄であ

る。どうして士大夫を招くことなどに関わろうか？」（史記 p.2946）と。これは，衛青が外戚

として生き延びていくためには賓客を遠ざけ，私的な勢力を自らのもとに集めることなく，朝

廷の党争に関わらないことが必要であることをよく知っていたことを表している。衛氏が退け

られていった過程を見ると，衛青が死ぬ六年も前に，その三人の子供は侯を失っており，武帝

自身も必ずしも衛青の死を待って後ようやく手をつけたというわけではなかった。

　現代の学者は，往々にしてこうした長年にわたる戦争の背後に隠されていた漢代の社会制度

上の原因と特定の個人的要因とをきちんと考えずに，一方的に武帝の領土を広げ開拓しようと

する「雄才大略」によるものと理解し，漢民族の立場に立って外部からの侵入への抵抗と攻撃

という意識形態から出発して，武帝の時代の匈奴に対する戦争の正義を肯定してきた。だから

こそ漢と匈奴との大戦争の本当の原因について改めて討究を加える必要があったのである。武

帝朝の外戚が微賎の身分であったことから引き起こされた社会的な大きな動揺から考えて，後

漢王朝が皇后を立てる場合に必ず貴族から取ることになった歴史背景及びこの後貴族が次第に

大きな勢力をなしていった社会的意識形態，民俗，法律などの方面での遠因となったというこ
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とを真摯に理解しなければならない。
注
１）文中で表示した『史記』『漢書』『通鑑』のページ数は中華書局の標点本のものである。
２）『塩鉄論校注』王利器校注，中華書局，1992年，北京
３）『張家山漢墓竹簡』（二四七号墓），文物出版社，2001年
４）『白虎通徳論』班固，諸子百家叢書，上海古籍出版社，1990年
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東北アジア諸民族の民族的系譜について
──粛慎から渤海へ──

河　上　　　洋

はじめに

　民族がその来歴を語る際，そこにはしばしば政治的意図が含まれ，必ずしも事実そのもので

はない場合もある。他の民族に対する支配を正当化するため，或いはいくつかの民族集団の統

合を強固にするために，自らをかつてその地域に大きな力を振るった民族の系譜に連なると主

張するのもその一例であろう。筆者の関心の対象である渤海国について，靺鞨の系譜を引くも

のか，或いは高句麗を継承するものか，その民族的系譜についてなお議論があるが，これに関

連して古畑徹氏が次のように述べている 1）。

　　建国当初の渤海は高句麗人や高句麗に服属していた南部靺鞨人を支配下に収めていったた

め，高句麗との継承関係を重視し，これを国家統合の理念とした。……（中略）……しか

し，西進・南進による旧高句麗領の回復は当時の国際情勢下では無理であり，拡大の方向

は720年代から北進中心となり，高句麗に支配されたことのない北部靺鞨を吸収していく

ことになる。そうなると，北進して北部靺鞨を支配することの正当性が必要になり，粛慎

継承を中心とする「北方東夷」諸族の継承が国家理念として前面に打ち出されるようにな

る。

　渤海の場合も，その民族的系譜が語られる際に，それがどのような意図のもとに語られてい

るのかを検討する必要があるのは，古畑氏が述べている通りだろう。そして建国当初の渤海が

高句麗との継承関係を強調したのは，高句麗遺民及びその周辺にいた諸勢力を統合する意図が

あったことも認めてよい。ただ，その後北方の靺鞨諸族を統合するために粛慎との継承関係が

前面に打ち出されたというのは，なお検討の余地があると思う。粛慎とは『左伝』や『国語』

にも登場する古代民族で，靺鞨はその系譜に連なるとされる。そして，渤海の最重要地域であ

る王都上京竜泉府を含む地域が「粛慎の故地」と呼ばれたことも確かである 2）。しかし，高句

１） 古畑徹「後期新羅・渤海の統合意識と境域観」（『朝鮮史研究会論文集』36，1998年）。渤海国の系譜
関係について，韓国・北朝鮮の学会では高句麗を継承するものとして朝鮮史の流れの中に位置付け，中
国の学会では靺鞨を継承するものとして中国の一地方政権とみなすが，このような見方もまた，現在の
それぞれの国の政治的要請を反映していることは，古畑氏をはじめとする多くの論者が指摘している。

２） 『新唐書』巻219，渤海伝。
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麗がかつて東北地方で強盛を誇り，この地域を統合するシンボルたり得るのに対し，粛慎にそ

のような役割が果たせるだろうか。筆者は高句麗との継承関係を標榜するのと，粛慎との継承

関係を標榜するのとではかなり意味合いが異なってくるのではないかと考えている。粛慎継承

のもつ意味を知るために，史料に表れる粛慎がどのような特徴をもっているのかを検討してい

きたい。

Ⅰ　漢代以前の史料に見える粛慎

　粛慎の存在は古くから知られていた。漢代以前の史料に見える粛慎に関する記事を挙げる

と，次のようになる（番号は便宜的に筆者が付した）。

　①武王の商に克つに及び，蒲姑，商奄は吾が東土なり。巴，濮，楚，鄧は吾が南土なり。粛

慎，燕，亳は吾が北土なり。（『春秋左氏伝』巻45，昭公九年條）

　②仲尼，陳に在り。隼の陳侯の庭に集まりて死する有り。楛矢これを貫き，石砮にしてその

長尺有咫なり。陳の恵公，人をして隼を以て仲尼に如き，これを問わしむ。仲尼曰く，隼

の来たるや遠し。此れ粛慎氏の矢なり。昔，武王，商に克ち，道を九夷百蛮に通じ，各々

をしてその方賄を以て来貢せしめ，職業を忘るること無からしめんとす。是において粛慎

氏は楛矢，石砮にしてその長尺有咫なるを貢す。先王，その令徳の遠きに致すを昭らかに

し，以て後人に示し，永く監せしめんと欲す。故にその栝に銘して，粛慎氏の貢矢と曰

い，以て大姫に分かち，虞の胡公に配して，これを陳に封ず。古は同姓に分かつに珍玉を

以て，親しみを展にし，異姓に分かつに遠方の職貢を以て，服を忘るること無からしむる

なり。故に陳に分かつに粛慎氏の貢を以てす。君もし有司をしてこれを故府に求めしむれ

ば，それ得べきなり。求めしむれば，これを金櫝に得ること，かくの如し。（『国語』巻

５，魯語下）

　③唯だ禹の功を大となす。九山を披き，九沢を通じ，九河を決し，九州を定むれば，各々そ

の職を以て来貢し，その宜を失わず。方五千里，荒服に至る。南は交阯，北発を撫し，西

は戎，折枝，渠痩，氐，羌，北は山戎，発，息慎，東は長，島夷，四海の内はみな帝舜の

功を戴く。（『史記』巻１，五帝本紀）

　④成王既に東夷を伐ち，息慎来賀す。王，栄伯を賜いて「賄息慎之命」を作る。（同巻４，

周本紀）

　⑤且つ斉の東は巨海に陼し，南は琅邪有り，成山に観し，之罘に射し，勃澥に浮かび，孟諸

に遊び，邪は粛慎と隣をなし，右は湯谷を以て界となし，……（同巻117，司馬相如伝）

　これらの史料を見渡すと，共通のパターンがあることに気づく。まず，①・③・⑤に見える

ように，粛慎は，中原国家の支配が及ぶ範囲を示す際にその四方の境界線上の存在の一つとし

て記されている。①・③によれば粛慎は中原から北方に位置する諸勢力に分類されているが，

③の記事について，「集解」には息慎に注して「鄭玄曰く，息慎は，或いはこれを粛慎と謂い，
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東北夷なり」としている。①でも河北に位置する燕などと並んで登場すること，④では「東」

夷を伐った際に息慎（粛慎）が朝貢して来たことを考え併せると，粛慎は北方でも東方寄りに

存在したとされているようだ。⑤の記事中の，山東に位置する斉と隣り合う粛慎も，やはり東

北方で隣接する──恐らくは海を隔てた遼東方面か──と解釈できる。ただ，これらの記事は

それ以上の具体的な粛慎の位置については語ってくれない。

　次に注目されるのは，①・②・③・④にあるように，粛慎は，帝舜や周の武王らが天下を平

定した際にその功績をたたえる文脈で登場することである。②・④においてはそれは朝貢に

やって来るという行為を伴っている。特に②において「先王，その令徳の遠きに致すを昭らか

にし，」或いは「異姓に分かつに遠方の職貢を以て，服を忘るること無からしむるなり。」と記

されるように，粛慎の朝貢は君主の徳が遠方にまで及んだことを示す象徴的な行為とみなされ

ていることがわかる。粛慎について唯一具体的な記述があるのが②の史料であり，そこには

「楛矢，石砮にしてその長尺有咫なるを貢す。」とある。この「楛矢，石砮」が粛慎の朝貢の，

ひいては君主の徳の遠きに及んだ具体的証拠として珍重されたのである。

　以上をまとめると，漢代以前の史料に見える粛慎の特徴としては，次の三点が挙げられる。

　一　中原国家の東北方面の境界線上に位置すること。

　二　国がよく治まり，君主の徳が遠くまで及んだ表れとして朝貢が記録されること。

　三　その朝貢品は楛矢・石鏃であること。

　「楛矢」や「石鏃」というような具体的な記述も見られるので，粛慎の朝貢について何らか

の事実があったのであろう。しかし，二番目に挙げた特徴に示されるように，粛慎は国の理想

的な状態を示すパターン化した物語の中に組み込まれていった。「楛矢」や「石鏃」を朝貢品

とするということは，中原の人々にとっては非常に文明化の「遅れた」存在と映ったと考えら

れる。しかしそのような「遅れた」人々すら中原の君主の徳を理解し，わざわざ朝貢して来た

ということになり，これが帝舜や周の武王の物語に結びつけられていったのではないか。

　先に挙げた史料では，粛慎はいずれも春秋戦国以前のことを記した中に登場するのみであっ

て，漢代には姿を見せない。これも物語中の存在であるとする所以であるが，三国時代以降に

なると再び粛慎の名が史料に登場するようになる。それはどのような形で現れるのか。次章で

見ていくことにする。

Ⅱ　『三国志』中の粛慎

　三国時代に中国東北地方の諸民族に関する史料がやや豊かになるのは，毋丘倹率いる魏の軍

が高句麗を討ち，逃げる高句麗王の宮を追ってこの地域にまで進撃したからであった。『三国

志』巻28，毋丘倹伝には，

　　（正始）六年，復たこれを征し，宮，遂に買溝に奔る。倹，玄菟太守王頎を遣わしてこれ

を追わしめ，沃沮を過ぎること千有余里にして，粛慎氏の南界に至る。石に刻して功を紀
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し，丸都の山に刊して，不耐の城と銘す。

とあり，魏の軍が沃沮の地を過ぎて「粛慎氏の南界」に至ったことがわかる。この遠征をきっ

かけに東北方面の諸民族の情報が魏に伝わり，『三国志』巻30の東夷伝にそれぞれの伝が残さ

れるようになったと考えられる。その中の東沃沮伝には，同じ毋丘倹の遠征に関する記事を載

せているが，魏の軍が進んだ沃沮の地に接するものとして挹婁の名が挙げられており，挹婁伝

には「古の粛慎氏の国なり。」との説明がある。このことからすると，三国時代に挹婁の名で

登場する民族がかつての粛慎であるとみなされていたことになる。しかし，挹婁を漢代の空白

をはさんで直ちに粛慎に結びつけられるだろうか。

　両者を結びつけるものとして，ともに東北辺境に存在することが挙げられる。しかし，前述

のように粛慎の正確な位置はわからない。一方，挹婁はどうか。その南方で接する沃沮は，東

沃沮伝に「高句麗の蓋馬大山の東に在り，大海に濱して居る。」とあることから現在の朝鮮咸

鏡道地方に存在したと見て良い。同じく東沃沮伝に「挹婁，船に乗りて寇鈔するを喜び，北沃

沮これを畏る。」とあり，挹婁伝にも「大海に濱す。」とあることから，挹婁は沃沮の北方の海

岸沿い，すなわち現在のロシア沿海州地方に存在したと考えられる。北京付近の燕とともに登

場したり，山東の斉に「隣」すると記されたかつての粛慎が沿海州のような遠方に存在したと

は考えにくい。

　一方で，挹婁を粛慎に結びつけたものはその位置だけではない。挹婁伝に「その弓は長四

尺，力は弩の如く，矢は楛を用い，長は尺八寸，青石もて鏃となす。」とあり，「楛矢・石鏃」

が大きな要素となっている。当時の知識人にとって「楛矢」は直ちに粛慎を連想させるもので

あったことは間違いない。例えば『後漢書』巻70，孔融伝に，孔融が曹操による烏桓遠征を

批判して，「大将軍遠く征するも，海外に蕭條ならん。昔，粛慎，楛矢を貢せず，丁零，蘇武

の牛羊を盗む。并せて案ずべきなり。」と述べており，長く匈奴に抑留された蘇武の故事と並

んで粛慎の朝貢が故事として引き合いに出されている。また『三国志』東夷伝の序文には，

　　虞より周に曁ぶまで，西戎に白環の献有り，東夷に粛慎の貢有り，みな曠世にして至り，

その遐遠なること此くの如し。

とあるように，「粛慎の貢」は慣用句として扱われている。そして，孔融の言にあるように，

粛慎の貢物といえば「楛矢」だったのである。これらの記事は，前章で述べた粛慎の二番目・

三番目の特徴がこの時期の知識人に一般的な認識として存在することを示している。すなわ

ち，粛慎の朝貢は周辺民族が帰服して国がよく治まっているかどうかの指標であり，粛慎が楛

矢を朝貢することは，為政者にとって喜ばしいことなのである。

　であるとするなら，時の為政者にとっては粛慎が朝貢することそのものが重要なのであっ

て，粛慎の実体がどのようなものであるのかについてはさしたる関心事ではないといってよ

い。魏にとって挹婁は，毋丘倹の遠征によって知り得た東北方面の諸民族の中で最も辺境に位

置する民族である。これを粛慎になぞらえることによって，魏の為政者は帝舜や周の武王に自



東北アジア諸民族の民族的系譜について

53─　　─

らをなぞらえることができ，その威光がこれほど遠くにまで及んだということを示すことがで

きる。従って，挹婁が本当にかつての粛慎であるかどうかは問題ではなくなる。東北方面で最

も遠くに存在し，楛矢・石鏃を使用したことによって，挹婁に粛慎の役割が当てはめられたの

ではないか。

　以上をまとめると，次のようになる。三国時代，魏の毋丘倹の遠征によって東北方面の諸民

族の情報が伝わり，『三国志』東夷伝に記されるが，その中で挹婁がかつての粛慎であるとさ

れた。しかし挹婁がすなわち粛慎であるという確たる証拠はなく，むしろ国家がよく治まり辺

境も帰服していることを示したいがために，その象徴と認められている粛慎に東北辺境で最も

遠くに位置し，かつ楛矢・石鏃を使用する挹婁を結びつけたのではないか。辺境が帰服してい

る象徴としての粛慎の朝貢を望んでいるのは晋以降の諸王朝にとっても同じはずである。それ

を念頭におきながら，晋以降に現れる粛慎を見ていきたい。

Ⅲ　晋以降の粛慎

　『晋書』では「粛慎氏」の名で伝が立てられており，「粛慎氏は一名挹婁なり」と説明され

る。巻97，粛慎氏伝の朝貢記事には次のようにある。

　　周武王の時，その楛矢，石砮を献ず。周公の成王を輔くるに逮び，復た遣使入貢す。爾後

千余年，秦漢の盛と雖も，これ致るなきなり。文帝の相となるに及び，魏の景元末に来た

りて楛矢，石砮，弓甲，貂皮の属を貢す。魏帝詔して相府に帰せしめ，その王に褥鶏，錦

罽，緜帛を賜う。

ここでも粛慎の朝貢は今まで述べてきたのと同様の文脈で登場する。すなわち，周以来久しく

途絶えていた粛慎の朝貢が，魏の時代に司馬昭（文帝，晋の武帝の父）が丞相になるに及んで

行われたという。魏舉奪の意図をもつ司馬昭が，かつて周の成王を補佐した周公に並ぶ有徳の

輔臣として自己を宣揚するために，粛慎の朝貢が利用されているのである。

　その後，北魏時代には東北地方に勿吉なる民族が登場し，『魏書』巻100，勿吉伝には「勿

吉国，高句麗の北に在り，旧の粛慎国なり。」と説明される。同じ勿吉伝には勿吉の住地につ

いて，

　　洛を去ること五千里なり。和龍より北に二百余里にして善玉山有り，山より北に行くこと

十三日にして祁黎山に至り，また北に行くこと七日にして如洛瓌水に至り，水広きこと里

余，また北に行くこと十五日にして太魯水に至り，また東北に行くこと十八日にしてその

国に到る。国に大水有り，闊きこと三里余，速末水と名づく。

とあり，和龍，すなわち現在の遼寧省朝陽からの里程が具体的に記されている。それによれ

ば，勿吉の本拠地はほぼ現在の第二松花江が嫩江と合して東流するあたりの松花江流域に比定
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できる 3）。であるとするなら，勿吉は確かに東北地方に存在したには違いないが，沿海州に位

置した三国時代の挹婁とは別の集団である可能性が高い。にもかかわらず勿吉が挹婁と同様に

かつての粛慎であると記されるのは，前述のように粛慎の実体が何という民族なのかは問題で

はなく，粛慎が朝貢することそのものが時の為政者にとって重要であるからと考えられる。勿

吉伝には「太和初め，また馬五百匹を貢す。」とあって，勿吉の貢物として最初に登場するの

は馬である。それが後になると「太和十二年，勿吉復た遣使して楛矢，方物を京師に貢す。」

のように楛矢が貢されるようになる。憶測をたくましくすれば，粛慎と結びつけんがために北

魏の側から楛矢の朝貢を求めたとも考えられる。そうでなくても，貢物の中に楛矢が含まれて

いれば，それは直ちに粛慎を連想させ，特筆大書されたのであろう。いずれにせよ，楛矢の朝

貢をもって勿吉は粛慎になぞらえられ，その朝貢によって王朝の周辺民族に対する徳化が進ん

だことを示すことができるのである。

　隋・唐時代になると東北地方に存在した民族は靺鞨と呼ばれるようになる。『隋書』81，靺

鞨伝によれば，靺鞨には粟末部・伯咄部・安車骨部・拂涅部・号室部・黒水部・白山部の七部

が存在することが記され，さらに「拂涅より以東，矢はみな石鏃にして，即ち古の粛慎氏な

り。」とあって，そのうちの拂涅部以東がかつての粛慎に当たるとしている。拂涅部の住地は

諸説あるものの，ほぼ現在の牡丹江から東の地域に比定されており 4），これもまた北魏時代の

勿吉の住地とは重ならないにもかかわらず，同じく粛慎の系譜を引くものとされているのであ

る。その際に，拂涅部以東の靺鞨諸部を粛慎と結びつける指標となったものは，やはり貢物と

して楛矢とともに必ず見られた「石鏃」であった。

　これまで見てきたことを考え併せると，次のように考えられないだろうか。歴代の王朝は支

配者の徳の遠きに及んだことを示すために楛矢・石鏃という「粛慎の貢」を必要としていた。

そこでそれぞれの時代に知られていた東北地方の諸民族のうち，遠方に位置し，かつ「粛慎」

たる条件に当てはまる民族をなぞらえようとしたのが「古の粛慎」なりという表現であった。

従ってその時々で粛慎に当てはまる民族は必ずしも同一でなくともよいわけである。

　ところが，もともとは別々であった可能性が高い諸民族が，「古の粛慎」という共通の位置

づけがなされたことによって，やがて一つに結び付けられていった。唐代の史料である『通

典』巻185，辺防，東夷上の序に，

　　古の粛慎は，宜しく即ち魏時の挹婁なるべし。周初より楛矢，石砮を貢し，……後魏以後

は勿吉国と曰い，今は則ち靺鞨と曰う。

とあって，既に粛慎・挹婁・勿吉・靺鞨が一つの系譜上に並べられており，『新唐書』巻219，

３） 池内宏「勿吉考」（『満鮮地理歴史研究報告』15，1937年）参照。
４） 小川裕人「靺鞨史研究に関する諸問題」（『東洋史研究』2‒5，1937年），日野開三郎「靺鞨七部考」
（『史淵』36・37，1947年）参照。
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黒水靺鞨伝に，「黒水靺鞨は粛慎の地に居り，また挹婁と曰い，元魏の時は勿吉と曰う。」とあ

るように，後の史料にも踏襲されていった。こうして粛慎－挹婁－勿吉－靺鞨という民族的系

譜が形成されていったが，それは必ずしも実体を反映したものではなかったのである。

おわりに

　これまで述べてきたことを繰り返すと次のようになる。中国王朝にとって粛慎の朝貢は，帝

舜や周の武王の時代の如く君主の徳化が遠きに及んだ象徴と認識されたため，魏以降の歴代の

王朝もそれぞれの時期に東北方面で知られた遠方の民族を「古の粛慎」とみなして，「粛慎の

貢」を再現してみせた。従って「古の粛慎」なる説明は必ずしもそれぞれの民族の実体を反映

しているわけではなく，別々の集団であった可能性が高いが，「古の粛慎」とされたが故にや

がて粛慎－挹婁－勿吉－靺鞨という一つの系譜上に位置づけられていった。

　このことを踏まえてはじめに述べた疑問に戻ろう。粛慎は果たして靺鞨諸族を統合する上で

の核たり得るであろうか。上に述べたように，粛慎はむしろ中国王朝側の要請から出てくるも

のであって，粛慎から靺鞨へ連なる系譜関係も中国側が作りだしたものであり，靺鞨諸族が

「自分たちの祖は粛慎である。」と意識していたかどうかは疑問である。従って渤海が粛慎の継

承を標榜したとしても，そのもとに靺鞨がまとまるとは思えない。ただ，はじめに挙げた「粛

慎の故地」なる表現は中国側が付したものではなく渤海自身によるものと見られており 5），渤

海が粛慎との関係を意識したことも否定できない。渤海が粛慎との関係を表明したのだとした

ら，粛慎の持つ特性から考えて，それは靺鞨統合のためというより，中国王朝との関係を重視

した結果ではないかと思う。隋・唐の遠征軍をしばしば撃退し，東北地方で強盛を誇った高句

麗の継承を標榜することは，この地域を支配する正当性を訴えることができる反面，唐との緊

張関係を含むことになる。これに対して粛慎の継承を標榜することは，唐にとってよほど好ま

しいことであるはずである。渤海は唐から自立し，第２代王の大武芸の時には唐との抗争も繰

り広げたが，その後は関係も修復され，頻繁な朝貢が続いた。その中で粛慎との関係を表明す

ることは，唐との良好な関係を維持するのに役立つことであろう 6）。またそれは，唐との関係

を深め，これを後ろ盾にして靺鞨諸族への支配を進める，という意味においては靺鞨支配とも

関連してくると言える。

５） 「粛慎の故地」の表現を含む『新唐書』渤海伝の地理関係記事が，９世紀前半に幽州から渤海へ使者
として派遣された張建章の見聞記である『渤海国記』に拠ったものであることは，和田清「渤海国地理
考」（『東洋学報』36‒4，1954年）に指摘がある。『渤海国記』の史料的性格については古畑徹「渤海建
国関係記事の再検討──中国側史料の基礎的研究──」（『朝鮮学報』113，1984年）参照。

６） 「粛慎の故地」の典拠となった『渤海国記』の内容について，古畑氏は唐との友好関係の維持を望む
渤海の外交的配慮がその表現に含まれていると指摘している。古畑注 (5) 論文参照。
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『遼史』国語解から『欽定遼史語解』まで
──契丹言語資料の源流──

劉　　 浦 　江
（井上徳子 訳）

　契丹言語学・契丹文字学の誕生は，20世紀のアルタイ言語学が獲得したもっとも重要な学

術的進展の一つである。この新興の研究領域は，1922年に慶陵で契丹文字の哀冊が発見され

たことによる。半世紀以上たち，中国内外の学者による不断の努力を経て，契丹文字の大字・

小字は既に初歩的な解読にいたっている。契丹文字が中国民族の古文字中，最も難解な文字の

一つであるとみなされるのには，おもに２つの原因がある。まず第一に，対訳できる文字資料

がないことである。現在までに発見されている契丹文字の大字・小字の石刻の数は40を超え

るが，100字足らずの『郎君行記』以外，漢文と対訳することができるものはない。そして第

二に，生きた言語資料がないことである。契丹は14世紀以降，単一民族の形態として存在し

ておらず，その言語は早くに消滅してしまったからである。現在の契丹言語学・契丹文字学者

は，契丹文字を解読する場合，往々にして，アルタイ語系のいくつかの親縁関係にある言語，

例えば，ダフール語・モンゴル語・トルコ語・トンシャン語・ボウナン語・東部ユーグ語（恩

格爾語）や，甚だしきにいたっては満州語などの助けを借りざるを得ない。しかし，大量の解

読を行った結果，契丹語は一つの独立した言語であり，契丹語と上に挙げた諸言語中のどの言

語との間にも，相当程度の差異が存在するのであり，これらの親縁語に過分に依存すること

は，解読の結論の正確さに影響を及ぼす可能性が大きい 1）。親縁言語と比較していうと，漢文

文献中に保存されてきた契丹言語資料が，ずっと信頼できるものであることは明らかである。

もし前者の価値が主として契丹語の語音・語法の特徴・法則などを探求する面に現われるとい

うならば，後者は契丹文字の擬音・釈義に直接応用することができることにあるのである。過

去１世紀の間，中国内外の学者は，伝世文献中の契丹言語資料を収拾する面において，すでに

非常に多くの努力をはらってきたが，それらの資料の来歴について探求した人はいない。した

がって，本稿は契丹言語資料の源流問題について初歩的検討を試み，我々の契丹言語学に関す

１） たとえば，ある研究者の中には契丹語をモンゴル語と同一視する傾向があり，ややもすればそのほか
の依拠すべきものがない状況下において，直接モンゴル語を契丹文字の擬音と釈義にあてることがあ
る。愛宕松男・即実・黄振華・王弘力らにとりわけ顕著である。
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る知識を豊富にしたいと考えるものである。

Ⅰ

　現在知るところによれば，契丹言語資料の収集・整理に最も早く意を用いたのは，宋代の人

である。宋代の目録学の著作の中において，契丹言語資料を記録した書籍は，以下三種類をみ

いだすことができる。

１　『辨鴂鴂録』

　『直斎書録解題』巻五偽史類には，「『辨鴂録』一巻，不著名氏。契丹訳語也。凡八篇」とあ

る。この書の編者は北宋時代の帰正人または帰明人と推定される 2）。現在みることのできる中

で，この書に関連する最も古い記載が，『通志』芸文略にみえる3）。『通志』は紹興年間に成立

したが，その中の芸文略は，各種の公私にわたる図書目録からすべて写したものであり，『辨

鴂録』は徽宗の政和年間に官修された『秘書総目』，あるいは高宗の紹興初年に秘書省が頒行

した『四庫闕書目』によった可能性が高い。この書が亡佚した時期についても，おおよそ調べ

るべき資料がある。ある記載によれば，明末にいたるまで，『辨鴂録』が存在していたという。

陳第『世善堂蔵書目録』巻上史部四訳載記類には，「『辨鴂録』一巻，訳契丹人語」とある

が 4），この図書目録は万暦四十四年（1616）に編纂されたものである。そして，確実にわかっ

ていることは，陳氏の世善堂蔵書が乾隆以前に散佚してなくなってしまっていることである。

『知不足斎叢書』本の跋には，「乾隆初年，銭塘趙谷林先生（昱）齎多金往購，則已散佚無遺

矣」とある。これによって推断すると，『辨鴂録』は清初に亡佚したらしい。

２　『夷語録』

　『秘書省続編到四庫闕書目』巻一伝記類には，「僧惟古訳『夷語録』一巻，闕」とある5）。こ

の記載については解説が少し必要である。北宋の豊富な館閣蔵書は，靖康の兵火を経た後，

「蕩然として遺る靡」く，高宗の南渡にいたってついに民間の蔵書の探索に力が入れられるよ

うになった。紹興年間に編纂された『秘書省続編到四庫闕書目』は，遺書を捜すのに用いられ

た図書目録である。したがって秘書省が備えていないものは，すべて「闕」字が加えられてい

る。この『夷語録』は『通志』巻六三芸文略一にもみえるが，鄭樵の記載はやや異なり，「『訳

夷語録』一巻（小注：僧惟古）」となっている。これはきっと『秘書総目』といった類の図書

２） 『宋会要輯稿』職官三六の四一に「奉旨差帰朝人教習訳語」という記載がある。私は『辨鴂録』と
いった類の書籍が，当時もしかしたら契丹語通訳の教科書として用いられていたのではないかと大いに
疑ってる。

３） 『通志』巻六三芸文略一では，ただ「『辨鴂録』一巻」とだけ著録されており，編者の氏名は不明である。
４） 『知不足斎叢書』本。
５） この図書目録は伝本ではほとんどみられないが，光緒年間に葉徳輝が丁氏遅雲楼の抄本を得て，考証
を加え，『観古堂書目叢刻』に刊入した。1957年商務印書館が編輯・出版した『宋史芸文志・宋史芸文
志補・宋史芸文志附編』はこの本によって排印された。
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目録から写したもので，鄭樵が「訳」の字を書名とみなしたからだろう。これが誤解であるこ

とは明白である。この書の編訳者である惟古の情況については，あまりはっきりしない手がか

りを一つ提供できるのみである。『続伝灯録』巻一八「百丈元粛禅師法嗣」のところに「瑞州

百丈維古禅師」（「維古」は，巻首の目録では「惟古」に作る）とある 6）。しかし，この「惟古」

とその「惟古」とが同一人物かどうかはわからない。惟古が編訳した『夷語録』は，南宋初年

の館閣蔵書ではすでに闕佚してしまったばかりでなく，『通志』芸文略を除いて，以後，その

ほかの公私の目著録にはあらわれない。これよりみると，『夷語録』はおそらく両宋の時代に

すでになくなっていたと思われる。

３　『北虜方言』

　尤袤『遂初堂書目』地理類には『北虜方言』という書が記載されているが，作者・巻数いず

れも不明である。しかしこれは『遂初堂書目』の体裁によるもので，この書の著者が当時すで

にわからなくなっていたからではない。尤袤は南宋前期の人で，光宗の紹煕五年（1194）ごろ

に亡くなった 7）。彼の所蔵していた『北虜方言』について，その「北虜」は，当然，契丹をさ

すものとすべきであり，これにより私はおそらくこの書が契丹言語資料を記録した文献である

と推測する。魏了翁の説によれば，尤氏の遂初堂の蔵書は理宗の宝慶元年（1225）に火災に

遭ったといい 8），『北虜方言』はこの時になくなってしまった可能性がある。

　残念ながら，宋代の人が記録した契丹言語資料である上述の三種の書は，現在まったく残っ

ていない。また遼朝側では，意識的に契丹言語資料を収集・整理した人がおそらくなかったの

であろう，そのため遼代の文献中にこうした類の著作の形跡はまったくみられない。しかしこ

れに関連して，ちょっと取り上げるべき伝説が一つある。傅楽煥先生の紹介で，1953年中央民

族学院研究部調査組が黒竜江と内蒙古のダフール人の聚居区に赴いて，民族識別活動を進めた

とき，現地のうわさを耳にした。いうところによれば，かつて「遼代の帳簿」をみた人があるそ

うで，その中に記載されていた契丹人の名と言語はダフール語と同じであったという。同年，

内蒙古呼納盟統戦部が提供した材料の中にも類似した話があった。しかし，傅楽煥先生はこの

言い伝えについて正しいとはまったく思っていない 9）。常識で判断すれば，遼朝の契丹言語資

料がこの種の形式で現在まで保存されていることは，あまり可能性がないようだ。

　現在，我々のみることのできる最も価値ある契丹言語資料は，『遼史』巻一一六国語解であ

る。元代の人が編纂した『遼史』は，おもに耶律儼『皇朝実録』，陳大任『遼史』及び葉劉礼

と署名されている『契丹国志』の三書に取材している。馮家昇先生の研究によれば，耶律儼

６） 『大正蔵』第51冊，586頁。
７） 尤袤の卒年については，論争のある問題である。ここではひとまず『宋史』本伝の説をとる。
８） 『鶴山先生大全文集』巻六三「跋尤氏遂初堂蔵書目録序後」『四部叢刊』本。
９） 傅楽煥「関于達呼爾族的民族成分識別問題」中央民族学院研究部編『中国民族問題研究集刊』第１

輯，1955年。
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『皇朝実録』と陳大任『遼史』は，契丹国語解に類する内容を含まないという 10）。したがって

『遼史』の『国語解』が，元朝の史官の独創であることがわかる。それでは，われわれがまず

検討しなければならない問題は，『国語解』の中の契丹言語資料の原典は，一体どこにあるの

であろうか，ということである。

　『国語解』序のいうところによれば，遼の「官制・宮衛・部族・地理，率以国語為之称号，

不有注釈以辨之，則世何従而知，後何従而考哉。今即本史参互研究，撰次『遼国語解』以附其

後，庶幾読者無齟齬之患云」。そこで馮家昇先生は「『遼史』源流考」の中で，「すなわち本巻

はすべて本書（『遼史』）にもとづいている。ただ『語解』の順序と目次の順序が異なってい

る。……この巻はきっと多くの手になるものであって，けっして一人の仕事ではない。した

がって名称に違いがあり，順序が異なっていても，排列の時に引き比べなかったのである。ぞ

んざいであること甚だしい」と断言した 11）。

　しかし実際の問題は，そんなに簡単ではない。私は『国語解』の全198語についてそれぞれ

調べたが，その中で15語が『遼史』の本文にみえなかった。

　阿点夷離的・崤里（『国語解』の太祖紀の箇所にある。以下，各条のカッコ内の編目はすべ

て『国語解』が注記する出処である）

　　解洗礼（興宗紀）

　　卓帳（礼志）

　　知聖旨頭子事（百官志）

　　象吻（営衛志）

　　胡木鍪・革延馬・白毦（儀衛志）

　　捉馬（兵衛志）

　　雑丁黄・柢枑・珠二琲・戞中・臨庫（列伝）

　私が判断するに，これら『遼史』にみえない条目は，すべて耶律儼『皇朝実録』あるいは陳

大任『遼史』にもとづいているはずである 12）。現在それらのもとの出処をみることはできない

が，これらの言語材料の信頼性にはみじんの影響もない。ひとまず一例を挙げる。「阿点夷離

的」の条の釈文には，「阿点，貴称；夷離的，大臣夫人之称」とある。この釈文については，

すでに遼代の石刻史料に証拠がある。『耿知新墓誌』を按ずるにその外祖母を「封陳国迤邐免

夫人」といい 13），『北大王墓誌』には耶律万辛娶「奚王・西南面都招討・大王，何你乙林免之小

10） 馮家昇「『遼史』源流考」『馮家昇論著集粋』中華書局，1987年。
11） 『馮家昇論著集粋』147～148頁。
12） 『遼史』儀衛志を考えてみると，『皇朝実録』儀衛志と陳大任『遼史』に材料をとったほか，元の太常
卿徐世隆家所蔵の『遼朝雑礼』（『遼史』巻五七儀礼志四参照）も参考にしている。したがって，上述し
た儀衛志に入れられていたのに，現行の『遼史』にみられない条目が，『遼朝雑礼』にもとづいていた
可能性を排除することはできない。

13） 向南編『遼代石刻文編』河北教育出版社，1995年，185頁。


